


〒163-1031　東京都新宿区西新宿3-7-1



C O N T E N T S

表紙写真／仙台塩釜港　塩竃みなと祭

本文中の執筆者の職名は執筆者からの申し出によっております。
港湾海岸防災協議会の情報を除き、筆者の責任によって執筆された記事は
必ずしも港湾海岸防災協議会の見解ではありません。

〜ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト〜
ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015
目指せ!! クリーンUPお台場海開き

NPO法人日本ビーチ文化振興協会　清田　真珠美

八戸港の震災復旧・復興状況について
国土交通省　東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所　工務課長　川合　政伸

岩手県内重要港湾の震災復旧・復興状況
国土交通省　東北地方整備局　釜石港湾事務所　第一工務課　港湾保安調査官　加賀谷　康司

仙台塩釜港の復旧・復興のあゆみ〜震災から5年目の節目を迎えて〜
国土交通省　東北地方整備局　塩釜港湾・空港整備事務所　企画調整課長　八角　彰博

福島県内重要港湾の震災復旧・復興状況について
国土交通省　東北地方整備局　小名浜港湾事務所　企画調整課長　小野寺　美昭

三重防護による高知港の地震・津波対策
四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所　杉田　博章

津波・高潮対策における水門・陸閘等
管理システムガイドラインの改訂について

国土交通省港湾局海岸・防災課　主査　河野　真典

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画について
国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室　臨海防災係長　大庭　靖貴

地域の特性を考慮した別府港直轄海岸整備について
国土交通省　九州地方整備局　別府港湾・空港整備事務所　所長　米原　吉彦

海辺の安全活動とＣＮＡＣ
NPO法人　海に学ぶ体験活動協議会　代表理事　三好　利和

なぎさグルメ紀行　釜石市
釜石市役所　産業振興部　港湾振興課　主事　浦城　太郎

私と海岸　ある釣り団体の50年
愛知県釣りインストラクター連絡機構　顧問　大田　豊明

北海道／東北／関東／北陸／中部／近畿／中国／四国／九州／沖縄

東日本大震災で被災した港湾・海岸の復旧状況
「港湾の事業継続計画」における全国の検討状況一覧
各地域における東日本大震災以降の想定津波の検討状況
港湾海岸における水門・陸閘等の状況
 

02

06

07

09

12

14

17

20

24

28

32

36

38

44
46
48
50

特集1  ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015

連載コラム　　

データで見る海岸・防災

全国海岸リレー紹介　

特集2  震災復興5年目　各地の復興状況

TOPICS

海辺に親しむ地域の取り組み



2

日本の海辺を夏だけの『海水浴文
化』から、春夏秋冬、年間を通じて集
い賑わえる『ビーチ文化』の創造を
目指した活動を続け、今年で12年
目を迎えた。とくにビーチ・マリン

スポーツは水辺を持つ地域を活性
化させる重要なソフトとして、全国
各地の啓発活動に取り入れてきた。

ビーチの活性化を図りながら、海
外に目を向けたPRをするため、ア

ジアビーチゲームズ（ビーチ・マリ
ンスポーツのアジアオリンピック
位置づけ／主催：アジアオリンピッ
ク評議会）の日本招致推進プロジェ
クトを2014年に発足し、元ビーチバ
レーボール選手の浅尾美和さん、当
協会理事長朝日健太郎を中心に招
致推進活動第一弾として昨年5月
に「ODAIBAビーチスポーツフェ
スティバル2014」を実施した。ビー
チバレーボール、ビーチサッカー
などのメジャースポーツからビー
チテニスやビーチハンドボールと
いったニュースポーツ、さらにはフ
ライボードやウェイクボードなど
話題のマリンスポーツを展開し、
ビーチ・マリンスポーツの見本市の
様なイベントとなった。

今年もゴールデンウィークのお台
場海浜公園おだいばビーチ（東京都
港区）でイベントを実施。天候に恵
まれ、ファミリーから外国人観光客
など老若男女が集い3日間で約6万
人の人で会場は大賑わいとなった。

今回、東日本大震災で被害に遭わ
れた福島県いわき市の家族をご招
待し、観戦や子どもから大人まで楽
しく参加できる体験スクール、また
正しく楽しく学べる海辺環境教室、
安全教室などビーチで存分に過ご
していただき、海辺の楽しさを堪能
して頂いた。

〜ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト〜
ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015
目指せ!! クリーンUPお台場海開き

特集 1 ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015

NPO法人日本ビーチ文化振興協会
　　清田　真珠美

会場全体

ビーチバレー東京オープン
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ひらけた空間、観戦無料の
効果

今回、スタンド観客席を設けず、
イスを並べて誰でも観戦できるよ
う無料で開放したことで、ふらりと
立ち寄った来場者も気兼ねなく観
ることができ、また観る人を魅了
させる戦いが人々の足を止めさせ
た。そのため、メインコート周辺は
多くの人で賑わい、軽快な音楽やラ
イブ、DJのトークで活気に満ちた
理想のビーチ空間となった。

ダイナミックな水上競技

今年新たに加わった競技の一
つであるライフセービング競技の

「オーシャンマン/オーシャンウー
マン」（特定非営利活動法人日本ラ
イフセービング協会）。レスキュー
道具であるパドルボード、サーフス
キーを使用して海上に浮かべたブ
イを回り、スピードを競う。ライフ

セービング競技の中で過酷である
一方、救助力を最も高める競技とし
てオセアニアや欧米では最も人気
の高い種目である。スタートと同
時にサーフボードを持って一気に
海へ向かう様は人命を守るライフ
セーバーの活動を垣間見ることが
できた。

人命を助けるだけではなく、事

故を未然に防ぐために「自分の身は
自分で守る」ことの大切さを伝える
こともライフセービングの役割で
ある。海辺の正しい知識と自分の
守り方を知ってもらうためライフ
セービングジュニア教室を実施し、
子どもや保護者も参加して身近な
物を使った救助方法や心肺蘇生法
について学んだ。

体験コーナーにはニュー
スポーツが続々登場

ビーチには何の予定もなくふら
りと来場される人も多い。そんな
人たちにマリン・ビーチスポーツ
を身近に楽しんでもらうため、体
験コーナーを展開した。ビーチバ
レーボールやビーチテニス、ビーチ
フラッグスなど、親子で楽しめるプ
ログラムとして人気だった。中で
もビーチ相撲体験（日本ビーチ相撲
連盟）は外国人観光客に人気があ
り、様々な海外の言葉が飛び交って

ビーチバレーボール体験教室

ライフセービング救助デモンストレーション

特 集 ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015
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ビーチ相撲

いた。力士に挑戦する人や観戦す
る人、力士に挑む我が子の勇姿をカ
メラに収めようとする保護者など
で土俵の周りは大きな人だかりと
なった。

そして、今回ニュースポーツとし
て新たに加わったフレスコボール

（一般社団法人日本フレスコボール
協会）、ビーチベースボール（世界
ビーチベースボール協会）はなんと
も興味をそそる競技であった。

フレスコボールは1945年にブラ
ジル リオデジャネイロで生まれた
ビーチスポーツで、板のラケットと
ゴムボールでラリーを続ける競技
である。ネットを使用しないため
場所を選ばず楽しめ、当協会朝日理
事長も太鼓判を押していた。また
今年3月には世界選手権が開催さ
れたなど、ニュービーチスポーツと
して今後注目である。

ビーチベースボールは世界初の
競技として2011年に誕生。昔懐か
しい三角ベースで行うのだが、ピッ
チャーのポジションはなく、バッ
ターが自らボールをトスして打ち、
ベースを回るというルール。簡単
にできるスポーツとして子どもか
ら大人まで楽しめる。さらに、美し
い筋肉を持つボディービルダーが
日本代表選手ということで、ビーチ
ベースボールも選手ともに目が離
せない。

フレスコボール

ビーチベースボール
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癒しの空間

ビーチスポーツだけでなく、癒し
の空間があると誰でもビーチライ
フを楽しむことができる。波の音
と潮風を感じながら読書ができる
場所として、日本大学理工学部海
洋建築工学科の学生たちが海辺図
書館を開設した。竹で作るパーゴ
ラは太陽の日差しを柔らかな木漏
れ日に変え、潮風でゆらゆら揺れる
パーゴラの下で読書をしていると、
うとうとしてしまうほど心地が良く、
一番人気のスポットとなっていた。

また、リラックスしながら体を動
かすビーチヨガも参加した人たち
を癒した。特に夕方に行うサンセッ
トヨガは、太陽の恵みと自然の力を
感じながら心身ともに癒すことが
できる。実際に体験してみると、言
葉にできない気持ち良さと自然へ
感謝する気持ちが育まれるおスス
メのプログラムだ。

昨年とは違ったビーチ・マリンス
ポーツが加わり、スポーツが進化し
ていること、またビーチの需要が高
まっていることを実感するイベン
トとなった。また、2020年の東京
オリンピック・パラリンピックを控
え、関東には国内外問わず多くの
人が訪れるということから、言語の
壁やバリアフリー化、環境設備など
様々なことへの対応が必要である
ことも本イベントを実施し改めて
痛感した。今回のイベントから学
んだことを活かし、より価値のある
ビーチ創りへと発展し、目指すべき
21世紀のビーチライフへ邁進する。

特 集 ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015

海辺図書館

ビーチベースボール日本代表選手

ビーチフィットネス
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青森県南東部に位置する八戸港
は、背後に臨海工業地帯が広がる北
東北の拠点港です。現在の整備事
業は港内の静穏度の改善にむけて2
本の防波堤施設の整備及び航路・泊
地の埋没浚渫を行っています。

平成23年3月11日に発生しまし
た東日本大震災により、八戸港の
港湾施設は大きな被災を受けまし
た。特に北防波堤の被害は総延長
3,500mの内3,241m（93%）が被災し

たため、港内で経済活動を行ってい
る企業の多くは、活動を一時休止し
たり、他港を利用するなどの不備を
強いられました。

八戸港の復旧は、まず、港内に漂
う浮遊物の撤去（啓開作業）から
実施しました。引き揚げた支障物
はコンテナ等1,100個以上になりま
した。

防波堤の復旧工事は、背後企業の
経済活動が進むように早期静穏度

を確保するため、倒壊した防波堤の
沖側に消波ブロック堤を築造し、そ
の後に防波堤本体を築造すること
としました。ケーソンは、平成24年
4月6日に第1函目の据付を行い、最
終となる74函目は平成25年3月28
日に完了しました。

倒壊したケーソンの撤去により
発生したコンクリートガラ、中詰材
及び津波により陸上に打ち上げら
れた海底土砂等は、新設ケーソンの
中詰材として有効利用しました。

また、北防波堤の復旧にあたり、
津波の襲来に際しても防波堤が倒
壊しないよう「粘り強い構造」を取
り入れ、災害復旧事業は平成25年8
月10日に完了しました。

防波堤の早期復旧により、地域の
産業・経済の復旧・復興を支えるこ
とができました。

今後、八戸港は北海道、北東北の
LNGのエネルギー供給拠点、コンテ
ナの集積地として期待され、新たな
企業の進出を促すよう、航路・泊地
の維持浚渫、防波堤の延伸を推し進
めると共に、安全・安心な港湾を目
指し、平成28年度迄に計画された
防潮堤等の整備を行って参ります。

また、東北の太平洋沿岸が新たに
国立公園（みちのくトレイル）の指
定を受け、国道の整備も順調に進ん
でいることなど、北の玄関口として
の観光におけるニーズを生かした
復興に対して明るい話題を呼んで
います。

八戸港の震災復旧・復興状況について

特集 2 震災復興5年目　各地の復興状況

国土交通省　東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所
　工務課長　川　合　政　伸

災害復旧事業が完了した北防波堤

LNG船（第一船）入港（平成27年1月8日）
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久慈港

三陸沿岸の北部に位置する久慈
港の整備については、昭和59年に
久慈新港に1万5,000t級の岸壁が完
成し、昭和62年から国家石油地下
備蓄基地の建設が始まり、半崎地区
の工業開発を中心とした整備が進
められています。

私たちは津波被害から生命・財産
の防護、港内静穏度向上による安全
な岸壁荷役、荒天時の避泊水域を
確保するため、北堤2,700mと南堤
1,100mの約4kmに渡る久慈湾口防
波堤を建設しておりましたが、平成
23年3月11日の東日本大震災によ
る地震津波により、港湾施設が大規
模に被災しました。

主な被災状況は、湾口防波堤（北
堤）の上部工及びケーソンが一部損
壊した他、諏訪下地区に仮置してい
た湾口防波堤ケーソンの損壊、半崎
地区波除堤本体ブロックの一部損
壊など港湾施設が数多く被災しま
したが、着実に復旧が進み、平成25

年8月迄に全ての国有港湾施設が
復旧しました。

現在の湾口防波堤の進捗状況は、
平成26年度末時点で、北堤529m、
南堤1,026mの計1,555mにわたり、
ケーソンが設置されています。

貨物の実績では、平成26年の速
報値で震災前と比較して約87%ま
で回復してきております。

地域の話題では、「あまちゃん」波
及効果により、平成26年12月に小
袖海女センターが完成される等、観
光産業から復興への後押しになる
明るい話題が続いています。

私たちは引き続き、地域に貢献す
る湾口防波堤の完成に向け、鋭意努
めていく所存です。

 

宮古港

陸中海岸国立公園のほぼ中央に
位置し、周辺に風光明媚な観光資源
を有する宮古港の整備は、昭和4年
から内務省の直轄事業として出崎
ふ頭の整備が開始され、その後昭

和26年に重要港の指定を受け、昭
和29年より1万t岸壁の建設に着工
し、近代港湾としての形態を整えて
きました。

私たちは鍬ヶ崎・出崎地区再開発
事業促進及び静穏度確保のため、竜
神崎地区防波堤400mの整備を進め
ていました。

しかし、平成23年3月11日の東日
本大震災による地震津波により、港
湾施設が大規模に被災しました。

被災状況は、出崎防波堤のケーソ
ン14函が倒壊し、竜神崎地区防波
堤の先端部110mが倒壊しました。
このほか出崎地区・藤原地区・神林
地区などの岸壁・物揚場等の損壊や
地盤沈下など港湾施設が数多く被
災しましたが、着実に復旧も進み、
被災した23箇所全ての国有港湾施
設が平成26年3月末迄に復旧しま
した。

そ の 後、 竜 神 崎 地 区 防 波 堤
（400m）は、継続して事業を進めて
おり、平成26年度末で375mが概成
しており、平成29年度完成に向け、

特集 2 震災復興5年目　各地の復興状況

国土交通省　東北地方整備局　釜石港湾事務所
第一工務課　港湾保安調査官　加　賀　谷　康　司

岩手県内重要港湾の
震災復旧・復興状況

宮古港久慈港
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着実な整備を進めていく所存です。
平成26年の貨物実績（速報）で

は、対前年比121%、震災前と比較し
て約216%と大幅な回復となってお
ります。

地域の話題では、東日本大震災で
被災した総合交流施設であり、みな
とオアシスに登録されていたシー
トピアなあどが平成25年7月に再
開しました。

また今年は、宮古港開港400周年
を迎え、9月にSea級グルメ大会が
シートピアなあどで開催される予
定であり、その他カッターレース大
会等様々なイベントが予定されて
います。

釜石港

三陸沿岸に位置する釜石港は、古
来より度重なる地震津波被害を受
けているため、津波災害時の生命と
財産の防護、港内静穏度の確保を目
的に、昭和53年から水深63mの設
置水深が世界最深（ギネス世界記録
認定）の湾口防波堤（北堤990m、南
堤670m、開口部300m）の建設に着
手し、平成20年度に完成しました。

しかし、平成23年3月11日の東日
本大震災による地震津波により、湾
口防波堤及び須賀地区岸壁、埠頭用
地などの港湾施設が大規模な被災
を受けました。

湾口防波堤の被災状況は、南堤が
670mの内、370m分のケーソン12
函が滑動・転倒し、北堤が990mの

内、870m分のケーソン37函が滑
動・転倒し、また開口部は幅300m全
てに渡り崩壊、潜堤ケーソン10函が
基礎マウンドから滑落しました。

湾口防波堤の復旧方針は、湾口防
波堤と防潮堤を効果的に組み合わ
せ、市街地と港湾を津波から防護す
ることとしており、過去に類が無い
大規模災害であったため、平成23
年度から平成29年度までの7カ年
間での復旧を目指しております。

復旧事業に際しては、泉作業基地
（約55千㎡）の再活用を図り、また
釜石港以外での製作を条件に長大
ケーソンが製作可能なハイブリッ
ドケーソンを採用する等様々な工
夫を行ないながら、平成29年度の
完成を目指し、鋭意努めている所で
あります。

貨物については、平成26年の貨物
実績（速報）では、震災前と比較して
約86%まで回復してきております。

地域の話題では、釜石市が2019
年のラクビー W杯開催地に決定さ
れました。

また日本で最初の洋式高炉であ
り、近代製鉄発祥の地である橋野
高炉跡地がユネスコの諮問機関
ICOMOSから世界文化遺産登録に
勧告されるなど、「鐵のまち」を世界
へ発信する明るい話題が続き、復興
への後押しになっています。

大船渡港

大船渡港では昭和35年のチリ地

震津波の被害を契機に、津波から国
民の生命と財産を守るため、湾口部
にわが国で初の津波防波堤が整備
されました。

しかし、平成23年3月11日の東日
本大震災による地震津波により、湾
口防波堤が全壊し、岸壁の破損、臨
港道路の損壊、防潮堤の倒壊など港
湾施設が数多く被災しました。

湾口防波堤の被災状況は、南堤
291m、開口部201m、北堤244mの
ケーソン48函のほとんどが基礎マ
ウンドから滑動・転倒しました。

復旧方針は、釜石港と同様に、湾
口防波堤と防潮堤を効果的に組み
合わせ、市街地と港湾を津波から
防護することとし、復旧期間につい
ては過去に類が無い大規模災害で
あったため、平成23年度から平成
28年度までの6カ年間での復旧を
目指しております。

現在は工事も本格化し、FD及び
陸上で製作したケーソン10函（南
堤4函・北6函）（200m）の据付が完
了し、現在は開口部の工事を実施し
ています。

貨物については、平成26年の貨
物実績（速報）では、震災前と比較し
て約98%回復してきております。

地域の話題では、被災していた魚
市場が平成26年4月に完成し、わか
め養殖も日本一に返り咲く等、水産
業の復興が着実に進んでおり、また
野々田地区に共同利用コンテナ用上
屋が平成27年12月に完成する予定
であり、明るい話題が出てきています。

 
　

釜石港 大船渡港
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1. はじめに

平成23年3月11日に発生した東
北地方太平洋沖地震とその後来襲
した大津波によって、東北太平洋沿
岸の港湾は未曾有の被害を受けま
した。宮城県内の港湾においても、
想定を超えた地震外力による岸壁
のはらみだしやエプロンの陥没な
どが発生しました。

本記事では「仙台塩釜港の仙台港
区および石巻港区の復旧・復興」に
ついて紹介します。

2. 仙台港区の被災状況

地震による地殻変動で仙台港区
周辺の地盤は全体的に約50cm沈下

しました。特に被害が大きかった
のは、北米に就航する定期大型コン
テナ船が利用していた高砂2号岸
壁（-14m）で、沖側護岸の傾斜、舗装・
裏埋土の流出、エプロンの沈下、ク
レーンレールの蛇行、基礎杭の一部
損傷及び岸壁法線の海側へのはら
みだし等の被害を受け、また、ガン
トリークレーン、ストラドルキャリ
アなどの荷役機械も全て使用不能
となりました。港口部のC防波堤
は4月7日の余震によって白灯台を
載せたままケーソンが約20°航路
側に傾斜しました。民間施設では、
中野南地区専用岸壁に大型貨物船
が乗り上げ、荷役機械を破壊し、栄
地区企業護岸も倒壊・裏埋土流出な
どの大きな被害を受けました。（写

真1）
さらに、港湾を直撃した津波によ

り、ふ頭に保管されていたコンテナ
約4,400個や多数の完成自動車、港
周辺の車両や係留船舶、建築物など
が散乱・流出し、流出したコンテナ
の一部は港外にまで達しました。
このうち、航路・泊地を漂流し、沈ん
だものもあったため、通常の吃水で
の利用が出来なくなりました。

3. 高砂コンテナヤード
　 復旧への取り組み

高砂コンテナターミナルは港奥
側の主に国内船が使用する延長
270mの1号岸壁（-12m）と、沖側の
主に大型の外国船が使用する延長
330mの2号岸壁（-14m）の2つの岸
壁で構成されています。

1号岸壁は被害が小さかったた
め、航路啓開とヤード内に散乱し
た被災コンテナの処理を迅速に行
い、6月1日には仙台塩釜港から京
浜港への外国航路の中継輸送が再
開されました。しかし、ガントリー
クレーンが使用不能であったため、
修理が完了するまでの間は、大型ク
ローラークレーンをチャーターす
る対応を余儀なくされました。9月
5日には、ガントリークレーン1基
の供用により、荷役作業効率が向上
し、より大型の外国船受入体制が整
いました。これを受けて9月30日
に1号岸壁で、待望の中国・韓国航

特集 2 震災復興5年目　各地の復興状況

国土交通省　東北地方整備局　塩釜港湾・空港整備事務所
　企画調整課長　八　角　彰　博

仙台塩釜港の復旧・復興のあゆみ
〜震災から5年目の節目を迎えて〜

写真1　仙台港区の被災状況
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路が再開されました。
また、ストラドルキャリアは被災

した11台のうち修理可能な3台と、
名古屋港、博多港及び門司港から無
償提供されたものを加え、合計7台
で運用することとなりました。

一方、被害が大きかった2号岸壁
は、ガントリークレーン基礎の鋼管
杭が損傷していることが判明し、1
年をも要する大掛かりな復旧工事

が必要となりました。
しかし、当該岸壁は利用者からの

早期復旧の要請が極めて高く、この
ため、休日なし・昼夜兼行の3交替
体制の急速施工を実施することに
より、わずか4 ヶ月間での暫定供用
となりました。（写真2）

そして、震災前の貨物量を取り戻
すためにポートセールスを積極的
に行い、平成24年1月22日には、東
北地域唯一の貴重な北米航路も再
開されました。（写真3）

4. 仙台港区の新たな
    取り組み

仙台港区の平成26年取扱貨物量
は、4,007万トンとなり、震災前の平
成22年比120%と堅調な伸びを見
せています。また、コンテナ貨物に
ついては、21.3万TEUとなってお
り、過去最高だった平成22年の21.6
万TEUに迫る勢いとなっていま
す。さらに、完成自動車の取り扱い
は、平成24年7月に発足したトヨタ
自動車東日本における増産体制
により約99万台/年となり、震災前
の144%になっています。このよう
な復興の兆しが見えるとともに、荷
捌き用地やふ頭用地が非常に狭隘
となるといった課題も出てきてい
ます。

現在は、これらの課題に対応すべ
く、新たな岸壁（-14m）の整備、コン
テナターミナルのヤード拡張や施
設再配置などを進めています。

また、エネルギー関係では、東北
電力新仙台火力発電所がリプレー
ス計画を進め、平成27年末には
LNG発電が開始されます。このた
め、現在、LNG発電所の建設やJX

日鉱日石エネルギーとの共同桟橋
の整備が急ピッチで進められてい
ます。

5. 石巻港区の被災状況

石巻市は、震度6強の地震を観
測、その後、7.7mの大津波が襲来、
石巻港区では岸壁・エプロン背後地
の沈下・陥没、防潮堤の崩落が広範
囲に発生し、民間護岸の多くが崩落
の被災を受けました。（写真4）

また、地域全体で約1mの地盤沈
下が発生し、臨海部と旧北上川沿い
の居住区域は高潮時の冠水被害に
苦しめられました。石巻港湾事務
所や港湾合同庁舎をはじめ石巻港
に立地する多くの企業が甚大な津
波被害を受けました。

6. 石巻港区の復旧・復興
　 への取り組み

石巻港区では、3月14日より航
路啓開作業を開始し、海上・海底の
津波による漂着物の引き上げ作業
を行いました。大量の原木や日本
製紙の紙製品（ロール）の回収作業
は難航を極めましたが、航路啓開を
急いだ結果、4月1日には船舶入港
が可能となり、被災地の復興及び企
業活動再開に大きく貢献しました。

航路啓開と並行して、主要な公
共岸壁の応急復旧を行い、釜地区
では7月に大型船の入港が開始さ
れました。

石巻港最大の岸壁である雲雀野
地区岸壁（-13m）は航路・泊地が埋没
し、大型貨物船は入港喫水調整が必
要となり、利用者から早急な航路水
深の確保が求められました。

写真2　昼夜兼行の復旧工事状況
（高砂2号岸壁）

写真3　北米航路の再開による
     コンテナ船の入港
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また、日本製紙石巻港工場が雲雀
野地区へのバイオマス発電事業の
計画を発表するなど、震災後4年が
たつ今、港湾地域において新たな産
業が芽生える動きが始まりつつあ
ります。

このように復旧・復興が着実に進
み、取扱貨物量も、平成23年4月27
日の一般貨物船の入港以降、順調に
回復し、平成26年には約376万トン
と、ほぼ震災前の水準に戻りつつあ
ります。

8. おわりに

震災から5年目の節目を迎え、改
めて東日本大震災による被災の甚
大さを痛感するとともに、この記憶
を風化させてはならないと切に感
じている次第です。

今後、仙台塩釜港がさらに発展
し、被災地の復興が目に見えて進む
ことを心より願うとともに、ご支援
とご協力を頂いた関係機関に対し、
この場を借りて篤くお礼を申し上
げ、本稿の結びとさせて頂きます。

そのため、早急に浚渫工事（直轄
工事）を実施し、平成23年11月27
日に5万トン級の石炭船が震災後
初めて入港しました。これにより
輸送コストの縮減が図られ、臨海企
業の復興に拍車がかかりました。

また、高波から港内岸壁の静穏を
保つための外郭施設である雲雀野
地区防波堤（南）が平均1.7m沈下し
たため、防波堤の嵩上げ工事に平成
24年2月に着手し、平成24年11月
に完成しました。（写真5）

雲雀野地区岸壁（-13m）も平均1m
沈下し岸壁と船舶の緩衝施設（防舷
材）が水没していたため、平成24年
2月から1号岸壁の嵩上げ工事に着

手し、平成24年10月に完成、2号岸
壁も平成24年5月から嵩上げ工事
に着手し、平成25年5月に完成しま
した。

復旧工事は、台風、低気圧による
影響のほか、セメント、砂・砂利等の
コンクリート骨材の不足、労務者、
船舶機械などの不足による工程の
遅れが懸念されましたが、関係各社
の努力によりほぼ予定どおり完了
することができました。

7. 石巻港区の新たな動き

平成24年より大型客船の石巻港
寄港が再開され、9月に「にっぽん

丸」、「ぱしふぃっくび
いなす」が相次いで寄
港し、平成26年には
帆船「海王丸」も寄港
するなど、多くの人々
が見学や体験乗船に
訪れ、震災前のような
港の賑わいを取り戻
しつつあります。（写
真6）

特 集 仙台塩釜港の復旧・復興のあゆみ

写真5　災害復旧が完了した南防波堤

写真6　石巻港に寄港した海王丸写真4　石巻港区の被災状況
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小名浜港

小名浜港は、南東北地域の産業・
経済活動を支える国際物流拠点で
あり、また、東北地方・首都圏の電力
需要を支える火力発電所に石炭等
の燃料を供給する拠点としても重要
な役割を担っている港湾です。

東日本大震災によって小名浜港
では、地震に伴う津波により、ウォー
ターフロントエリアは大きく被災
し、水族館アクアマリンふくしま付
近は地上約2mの高さまで浸水し、
水族館にも大きな被害が出ました。
また、地震動で岸壁法線のはらみだ
しが生じたり、背後用地が液状化等
により陥没、荷役機械のレールがゆ
がむなどの被害が出ました。防波堤
については、津波による転倒・倒壊は
避けられましたが、地盤沈下により
天端高さが1m程度下がりました。
これら被災した港湾施設の復旧に
あたっては、地域の復旧・復興を支援
するため、港湾関係行政機関、港湾
利用者、港湾周辺立地企業等から構
成される「小名浜港復興会議」を立
ち上げ、港湾利用ニーズに的確に対
応する「復旧・復興方針」を策定し、計
画的に復旧に取り組みました。

まずは一定の港湾機能を確保す
るため、舗装の簡易的な復旧などの
応急復旧工事を実施し、背後立地企
業の操業再開などに必要な物流機
能を一定程度確保しました。震災
後概ね3 ヶ月後には応急復旧により

7割程度の岸壁が暫定供
用され、背後の火力発電
所、精錬所等の事業所の
活動再開も伴い、港を利
用する貨物も徐々に増加
する状況となりました。

このような旺盛な港湾
利用に対応するため、本
格復旧工事は、一時的に
回復させた港湾物流機
能が低下する事がないよ
う、荷役作業に支障が無
いような形で岸壁を利用
しながら復旧工事を行う
など、利用者と綿密な調
整を行いながら復旧を進
めました。関係者の皆様
のご協力もあり、概ね計
画どおりの平成25年度
末には、小名浜港の直轄
による災害復旧事業は
全て完了しました。原子
力発電の停止に伴い福島県沿岸に
立地する火力発電所はフル稼働と
なっており、石炭の取扱量は震災前
に比べ大幅に増えたことにより、小
名浜港の貨物取扱量は平成26年で
1,789万㌧となっており、平成22年の
1,485万㌧に比べ、大幅な伸びを示し
ています。

また、小名浜港は平成23年5月、
大型船に対応した港湾機能の拠
点化、国全体として効率的かつ安
定的なバルクネットワーク構築
のため「国際バルク戦略港湾（石

炭）」に選定されました。
さらに平成25年12月には、石炭等

バルク貨物の輸入拠点として「特定
貨物輸入拠点港湾」に全国で初めて
指定されました。東港地区の国際物
流ターミナルの整備により、火力発
電用の石炭需要に対応し首都圏を
含めた東日本全体の電力需要に対
応する等、いわき市をはじめ広い地
域の経済を支えることにより、復興
に寄与することが期待されるところ
であり、今後も国際物流ターミナルの
整備を安全・着実に進めて参ります。

福島県内重要港湾の
震災復旧・復興状況について

特集 2 震災復興5年目　各地の復興状況

国土交通省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所
　企画調整課長　小　野　寺　美　昭

震災直後の6号ふ頭

復旧後の6号ふ頭
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相馬港

相馬港は、相馬地域総合開発事業
と一体となった整備が進められ、背
後に立地する発電所や工場の生産
活動を支えるとともに、福島県北部
地域から宮城・山形両県南部を含む
広域物流拠点として重要な役割を
担っています。

東日本大震災により、相馬港で
は沖防波堤（全長2,730m）が津波に
よってケーソン181函のうち約9割
の177函が滑動、傾斜、転倒の被害
を受けました。さらに岸壁や荷役
機械も被災し、港湾施設のほとんど
が使用不可能な状況となりました。

相馬港は、地域経済の復興に欠
かすことの出来ないインフラであ
ることから、被災直後から効果的か
つ早急な港湾施設の復旧を行うこ
とが求められました。このため、福
島県との共同で民間企業や港湾関
係行政機関からなる「相馬港復興
会議」を立ち上げ、背後の利用企業
の復旧状況や港湾の利用ニーズを
反映させた「相馬港復旧・復興方針」
を策定し、係留施設等は概ね3年以
内、防波堤は概ね5年以内の復旧を
目指すこととなりました。また、相
馬港の背後に立地する相馬共同火
力発電株式会社新地発電所も津波
で被災しましたが、発電所の復旧は
急ピッチで進められ、震災から9 ヶ
月後の平成23年12月に運転が再開
されました。震災後の深刻な電力

不足に対応するため、同発電所の燃
料用石炭の安定的な受け入れが可
能となるよう、港内の静穏性の確保
が急がれました。このため、沖防波
堤の復旧工事では、利用可能となっ
た係留施設での荷役作業や港内で
の復旧工事が安全に行えるよう、
製作済のケーソンを活用した仮設
防波堤や被災した防波堤の沖側に
仮消波ブロック堤を設置するなど
の応急対策を先行して実施しまし
た。本格復旧工事においても港内
の静穏性を確保しながら進めるた
め、被災したケーソンであっても静
穏性に効果があるものは残しつつ、
ケーソン据付と撤去作業を併行し
て進めました。

一方で、新たに製作するケーソン
は被災前に比べ、1函あたりの延長
を5m長くして製作・据付数量を減
らすなど作業の効率化を図るとと
もに、陸上では24函分が一度に製
作可能なヤードを整備、海上では大
型FD（フローティングドック）を
配備し大量のケーソンを短期間で
製作できる体制を整えました。こ
の結果、平成27年3月時点でケーソ
ン103函の製作と95函の据付が完
了しております。今後は、ケーソン
10函の製作と47函の据付を行い、
その後に上部工及び消波工の復旧
を進め平成29年度の復旧完了を目
指しております。

この間、相馬港における取扱貨物
量は、平成25年で594万㌧の取り扱

いとなっており震災前の平成22年
の543万㌧の水準を上回る取扱量
となっています。加えて、平成26年
11月に天然ガスの需要増に対応す
るため、石油資源開発株式会社が平
成30年3月操業開始を目指して、相
馬LNG基地の建設に着手するなど
の動きもあり、今後はLNG基地を
核に新たな産業の集積も期待され
ており、相馬港の復興の加速化が進
むものと考えています。

相馬港被災後（平成23年9月）

相馬港復旧状況（平成27年3月）

特 集 福島県内重要港湾の
震災復旧・復興状況について
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三重防護による高知港の地震・津波対策

高知港は、土佐湾の中央部に
位置し、浦戸湾内港と外洋に面し
た高知新港からなる重要港湾であ
る。高知港が位置する高知市には、
高知県全体の人口の約46%が居住
し、高知港の周辺には鉱産品・造船・
化学・石油類などの企業が立地して
いる。特に浦戸湾内のタナスカ地
区には石油・ガスなどのエネルギー
関連企業が集積し、高知県内の石

油系燃料の約90%が当地区から供
給されている。

一方で、浦戸湾には7つの主要
な河川が流れ込んでおり、高知市
中心部付近の標高は低く、海抜2
〜3m以下の土地が広がっている。
このため、高知市は過去から地震
及び津波による被害を繰り返し受
けてきた。昭和21年の昭和南海地
震においても、地震に伴う地盤の
沈降と津波の襲来により、高知市
中心部が広範囲にわたり浸水する

など、大きな被害が発生した。
こうしたなかで、南海トラフを

震源とするマグニチュード8〜9ク
ラスの地震が、今後30年以内に
70%の確率で発生すると予測され
ている。現状のままでは大きな被
害が発生することが想定されるた
め、地震・津波対策を早急かつ確
実に実施することが求められてい
る。本稿では、三重防護による高
知港の地震・津波対策について紹介
する。

To p i c sTo p i c s

1. はじめに

図-1　東南海・南海地震に伴う津波（L1津波）による浸水予測

四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
杉　田　博　章
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高知県においては、発生頻度の
高い津波（L1津波）を平成15年に中
央防災会議が公表した東南海・南
海地震動（2連動、マグニチュード
8.6）津波断層モデルによる津波と設
定している。東南海・南海地震が発
生した場合、高知市では地殻変動
により地盤が約2m沈降するととも
に、地盤の液状化現象などにより、
護岸や防潮堤が倒壊することが予
測されている。このため、地震発
生後の津波の襲来により、大きな
浸水被害が発生することや、高知
市中心部では、護岸の高さが満潮
位を下回っている地域もあること
から、長期浸水被害の発生が危惧
されている。（図-1）

また、津波の漂流物による航路
の閉塞や、高知新港の第一線防波
堤が津波の越流により倒壊するこ

となどにより、高知港の港湾機能
がほぼ停止し、緊急物資輸送や復
旧・復興に大きな支障が生じること
が想定される。

さらに、最大クラスの津波（L2津
波）として設定された平成24年に
内閣府が公表した南海トラフの巨
大地震モデルによる津波が発生し
た場合には、さらに甚大な被害が
発生することが予測される。

2.で述べたような被害が想定さ
れる中、高知県及び四国地方整備
局は、高知港のハード対策として、
①高知新港の第一線防波堤、②浦
戸湾外縁部・湾口部の防潮堤や防波
堤、③浦戸湾内部護岸等の耐震補
強等を行い、津波から重層的に防
護する「三重防護」が有効とする対
策方針案をとりまとめた。

また、「高知港における地震津波
防護の対策検討会議（座長:磯部雅
彦高知工科大学学長）」を設置し、

「三重防護」の考え方の下、「最大ク
ラスの津波」の来襲も想定しつつ、

「発生頻度の高い津波」に対して、
港湾及び背後地を効率的・効果的に
防護するための対策のあり方につ
いて検討を進めている。

具体的には、第1ラインである第
一線防波堤の延伸や粘り強い構造
への補強などを行うことで、津波
のエネルギーの減衰を図るととも
に高知新港の港湾機能の保全を図
り、第2ラインである浦戸湾外縁部・
湾口部の防潮堤などの嵩上げや液
状化対策などの改良を行うことで、
津波の浸入や北上の防止・低減を図
り、第3ラインである浦戸湾内部護
岸などの嵩上げや液状化対策など
の改良を行うことで、護岸の倒壊
や背後地浸水の防止などを図るも

To p i c sTo p i c s

2.  高知港における大規模地震
　 ・津波による被害の想定

3. 三重防護による高知港の
地震・津波対策

図-2　高知港における地震津波防護の対策方針案
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のである。（図-2）
この三重防護の対策により、L1

津波に対しては、堤内地への浸入
を防ぐことが可能となる。また、
とりわけ第3ラインにおいては、地
震後の護岸などの天端高を満潮位
以上に保つことで、長期浸水の被
害を防ぐことが可能となる。（図-3）

さらに、L1津波に対する三重防
護の対策を講じることにより、L2

津波に対しては、浸水深を低減す
るとともに、津波到達時刻の遅延
を図り、避難時間の確保に寄与す
る。（図-4）

南海トラフの巨大地震に対する
防災・減災は、三重防護によるハー
ド対策だけでは不十分であり、ソ

フト対策と一体的に実施していく
ことが重要である。四国地方整
備局では、高知県とともに高知港
BCPの策定や津波避難訓練の実施
等を進めている。引き続き地元関
係者等と連携しながら、切迫性の
高まっている南海トラフの巨大地
震による被害を軽減するための対
策を迅速かつ着実に進めていくも
のである。

To p i c sTo p i c s

4.おわりに

図-3　L1津波に対する防災（概念図）

図-4　L2津波に対する減災（概念図）
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津波・高潮対策における水門・陸閘等
管理システムガイドラインの改訂について

東日本大震災において、水門・陸
閘等の操作に従事した多くの方々
が犠牲となったこと等を踏まえ、
平成26年6月に海岸法が改正され
水門・陸閘等の操作規則等の策定が
義務づけられるとともに、農林水
産省及び国土交通省（以下「海岸関
係省庁」という。）においては、海岸
管理者等がより安全かつ適切に水
門・陸閘等を管理運用していくため
の参考となる指針を策定すること
を目的に、平成26年8月1日に「水
門・陸閘等の安全かつ適切な管理運

用検討委員会」（委員長:目黒 公郎 
東京大学教授。以下「有識者委員
会」という。）を設置して検討を進め
てきました。平成26年11月7日に
検討結果の中間とりまとめを公表
するとともに、その内容を「津波・
高潮対策における水門・陸閘等管理
システムガイドライン」（以下「ガイ
ドライン」という。）に追加・修正し、
平成27年4月9日にガイドラインを
改訂しました。

ここでは、改訂されたガイドライ
ンの内容を紹介します。なお、改訂
されたガイドラインは以下のURL
からダウンロードすることができ

ますので、ご参照ください（http://
www.mlit.go.jp/kowan/kowan_
fr7_000023.html）。

ガイドラインは、現場操作員の
安全を最優先とした、水門・陸閘等
の操作・退避ルール及び操作委託の
あり方を示した中間とりまとめの
内容を基に改訂され、海岸法第14
条の2に規定されている水門・陸閘
等の操作規則等の策定においても
参考となるものとなっています。改

To p i c sTo p i c s

1. はじめに

国土交通省港湾局海岸・防災課
主査　河　野　真　典

2. ガイドライン改訂の　　
ポイント

図1　操作規則、有識者委員会での検討事項及びガイドラインの関係
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訂の主なポイントは以下のとおり
です。
①現場操作員の安全を最優先とし

た操作・退避ルールの考え方を追
加（主に第6章）

②操作委託契約等において明確化
すべき事項を追加（主に第6章）

③平時より訓練を行い、操作・退避
ルールに係る課題を把握すると
ともに、社会経済情勢の変化を
踏まえ継続的に操作施設を減ら
す等「改善」を進めていく（継続的
改善サイクル）ことを明確化（主
に第2章及び第6章）

　操作規則、有識者委員会の検討
内容、ガイドラインの関係は図1
のようになっています。

改訂前のガイドラインでは、水
門・陸閘等管理システムを「構築す
る」までのフローが示されていまし
たが、構築後に平時の訓練や点検
の結果を活用した改善を行うフロ
ーを図2のとおり明確化しました。
操作・退避ルールを実効性あるもの
とするために、平時より訓練、点検・
整備を行い、課題を把握し、水門・
陸閘等管理システムの継続的な改
善につなげることが重要です。

操作・退避ルールの詳細について
は、No.195号に掲載した「水門・陸
閘等の操作・退避ルール等の策定指
針について」に詳しいため、ここで
は割愛します。主にガイドライン
第6章1.2に記載されていますので、

ご参照ください。

ガイドラインでは、適切な操作
委託契約等の締結を推進するため、
委託を行う上で検討すべき「適切な
操作委託先の検討」、「再委託先を

含めた操作体制の把握」、「操作・退
避ルール等の明確化」、「委託料の検
討」、「操作に伴う責任の範囲と補償
の方法」、「操作委託先のその他の活
動（避難誘導等）の考慮」、「訓練への
参加」について、基本的な考え方を
示しています。以下、その概要を
示します。

3. 水門・陸閘等管理システム
の設計・改善手順

図2　水門・陸閘等管理システムの設計・改善手順

4. 操作・退避ルールの検討

5. 操作委託契約等に基づく操作・
退避ルールの実効性確保
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（1）操作委託先の検討
海岸管理者が直営で操作等を行

わない施設について、操作等を適
切に実施できる者を検討します。
委託先としては、災害に対する一
定の知見を有する地元市町村（消防
団等を含む）への委託が望まれます
が、一方で、地元市町村での対応
には限界もあることから、長年に
わたり水門・陸閘等の操作に携わる
など現場に精通した民間の者、自
治会、企業等に委託するなど、地域
の実情に応じて適切に検討します。

（2）再委託先を含めた操作体制
の把握

地域の実情に応じて、最終的に
現場で操作を行う者は海岸管理者
からの委託先だけでなく、委託さ
れた市町村等からの再委託により、
さらに別の者が操作を行う場合が
想定されます。現場操作員からの
結果確認（報告）は、海岸管理者が
水門・陸閘等の閉鎖状況を確認する
ための重要な情報の1つであり、海
岸管理者は、委託先の指示者、再
委託先の最終操作者等も含め、現
場操作に携わる者を全て把握し、
指示系統を整理します。

（3）委託契約内容の明確化（操作
の対象となる災害、操作・退
避の判断基準等）

災害時の閉鎖を委託する場合、
対象となる災害及び水門・陸閘等を
明確化します。対象となる災害に
対して、閉鎖操作を開始する判断
基準、退避を開始（又は完了）する
判断基準を操作・退避ルールに基づ
き適切に設定し、委託先に徹底さ
せることにより、現場操作員の安

全を確保します。
点検・整備を委託する場合は、委

託先の実施すべき業務の範囲を明
確化することが望まれます。

（4）委託料の有無
水門・陸閘等を主に活用する者

と操作を行う者との関係によって、
委託料を検討します。委託料の検
討にあたっては、自助・共助の考え
方を基にして、双方の協議の上で
決定することが望まれます。

（5）操作に伴う責任の範囲と補
償の方法

操作活動には負傷等のリスクが
含まれることから、責任関係を明
確にしておく必要があります。委
託元と委託先の関係や、地域の実
情に応じて責任の範囲は適切に検
討することとなりますが、水門・陸
閘等の操作による背後資産等の損
害が発生した場合には、操作員の
重大な過失がある場合を除き、当
該操作員への責任が生じ得ない契
約内容とすることを原則とします。

操作活動への従事によって生じ
た損害や負傷の補償については、
民間保険等によりカバーされるよ
う、費用負担を含め当事者間で事
前に補償方法を明確にしておくこ
とが望まれます。

（6）操作委託先の「その他の活
動」の考慮

操作員の中には水門・陸閘等の閉
鎖の他に避難誘導等の活動を行っ
ている場合もあるため、委託内容
や操作・退避ルールを検討する際に
は、必要に応じて考慮し、委託契
約等に反映します。

（7）訓練への参加
現場操作員を含めて訓練を実施

し、操作の確実性・迅速性の向上や
操作・退避ルールが実態に即したも
のとなっているか検証することは、
操作・退避ルールの実効性確保及び
継続的改善の観点から極めて重要
であり、委託契約の中で訓練への参
加を位置づけることが望まれます。

海岸法の改正及び水門・陸閘等の
安全かつ適切な管理運用に係る検
討により、現場操作員の安全を最
優先とした水門・陸閘等の効果的な
管理体制の構築を図っていますが、
災害発生時に十分にその効果を発
揮させるためには訓練や点検等の
平時の取組や施設の改善も含めた
操作・退避ルールの継続的な改善を
行うことが重要です。

海岸関係省庁では、引き続き、
海岸管理者や地域で水門・陸閘等の
操作に携わられている方々の意見
を取り入れつつ、水門・陸閘等の安
全かつ適切な管理運用の促進を図
って参ります。

平成27年度は、5.に記載した事
項を踏まえ、操作委託契約等を作
成する際に参考とできるよう、水
門・陸閘等の操作委託契約の標準的
な案をとりまとめることを予定し
ています。

To p i c sTo p i c s

6.おわりに



20

南海トラフ地震における具体的な
応急対策活動に関する計画について

平成27年3月30日、「南海トラフ
地震における具体的な応急対策活
動に関する計画」（以下「具体計画」
という。）が中央防災会議幹事会に
おいて決定された。具体計画は、「南
海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法」の第4
条に規定する「南海トラフ地震防災
対策推進基本計画」（平成26年3月
中央防災会議）に基づき、南海トラ
フ地震の発災時の災害応急対策活
動の具体的な内容を定めた計画で
ある。

具体計画は、最新の科学的知見
に基づき想定した最大クラスの地
震・津波（南海トラフ地震）の被害想
定に基づき、国が実施する災害応
急対策に係る緊急輸送ルート、救
助・消火活動、医療活動、物資調達、
燃料供給及び防災拠点に関する活
動内容を具体的に定めている。本
稿ではこの具体計画についてその
概要を紹介する。

具体計画に基づく初動対応を開
始する判断基準は、中部地方、近

畿地方及び四国・九州地方の3地域
のいずれにおいても、震度6強以
上の震度が観測された場合、又は
大津波警報が発表された場合であ
る。この基準に相当する地震が発
生後、国、地方公共団体等の各防
災関係機関は、被害の全容の把握
を待つことなく、具体計画に基づ
く災害応急対策活動を直ちに開始
し、応急対策活動を円滑かつ迅速
に実施することになる。これによ
り、被害が特に甚大と見込まれる
地域に対して、我が国が保有する
人的・物的資源を重点的かつ迅速に
投入することが可能となる。

To p i c sTo p i c s

1. はじめに

図1　具体計画の概要

国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室
臨海防災係長　大　庭　靖　貴

2. 具体計画の概要
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具体計画では、発災時からの経
過時間に応じたタイムラインを設
定し、防災関係機関はこれを踏ま
えて緊急災害対策本部の総合調整
の下、相互に連携して迅速な行動
を行う。このタイムラインに定め
た内容は、国及び地方公共団体の
複数の防災関係機関が人命救助の
ために重要な72時間を意識しつ
つ、緊急輸送ルートの通行確保、
救助・救急、消化活動、医療活動、
物資供給、燃料供給等の活動を整
合的かつ調和的に行うための目安
である。実際には地震の発生時間
や被災状況、各防災機関の実情に
応じて相違があることに留意が必
要である。

①緊急輸送ルート計画
緊急輸送ルートは、発災直後か

ら、部隊等の広域的な移動など人
命の安全確保を主眼とした全国か
らの人員・物資・燃料の輸送が迅速
に行われるよう、あらかじめ通行
を確保すべき道路を定めたもので
ある。発災時には、被害の全容把
握に時間を要することが予想され
る中にあっても、緊急輸送ルート
については、他の道路に優先して
通行可否情報を集約し、防災関係
機関間で情報共有を速やかに行
う。緊急輸送ルートが通行不可の
場合には、迂回ルートの設定をす
るとともに、啓開活動や応急復旧
により早期に通行を確保すること
が必要である。

②救助・救急、消化活動等に係る
計画
南海トラフ地震による甚大な被

害に対して、人命救助のために重
要な72時間を考慮しつつ、被災府
県内の警察・消防機関の部隊は、発
災直後から救助・救急、消火等に必
要な部隊を最大限動員する。これ
に加えて、国は、被害が甚大と見
込まれる地域に対して、全国から
最大勢力の警察災害派遣部隊、緊
急消防援助部隊及び自衛隊の災害
派遣部隊を可能な限り迅速かつ的
確に投入する必要がある。特に、
北海道、沖縄にいる部隊は、民間
フェリーの活用による被災地域へ
の進出を計画しており、北海道、
沖縄と被災地域等を結ぶ定期フェ
リー航路が就航する港湾を計画に
位置づけている。

To p i c sTo p i c s

図2　南海トラフ地震における各活動の想定されるタイムライン（イメージ）
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③医療活動に係る計画
南海トラフ地震では、建物倒壊

等による多数の負傷者の発生、医
療機関の被災に伴う多数の要転
院患者の発生により、医療ニーズ
が急激に増大し、被災地域内の医
療資源のみでは対応できない状態
となることが想定される。このた
め、全国から災害派遣医療チーム

（DMAT）等による応援を迅速に行
い、被災地内において救命に必要
な最低限の対応が可能な医療体制
を確保するとともに、被災地で対
応が困難な重症患者を被災地外に
搬送し、治療することを定めてい
る。

④物資調達に係る計画
南海トラフ地震では、被災地方

公共団体及び家庭等で備蓄してい
る物資が数日で枯渇する一方、発
災当初は、被災地方公共団体にお
いて、正確な情報把握に時間を要
すること、民間供給能力が低下す
ること等から、被災地方公共団体
のみでは必要な物資量を迅速に調
達することは困難と想定される。
このため、国は、被災府県からの
具体的な要請を待たないで、避難
所避難者への支援を中心に必要不
可欠と見込まれる物資を調達し、
被災地に物資を緊急輸送する（プッ
シュ型支援）。プッシュ型支援に
より供給する品目は、食料、毛布、
育児用調製粉乳、おむつ（大人・乳
幼児）、携帯トイレ・簡易トイレの6
品目とし、飲料水については、被
災水道事業者及び応援水道事業者
が給水車両や緊急貯水槽、仮設給
水栓等を用いて実施する応急給水
により対応する。

⑤燃料供給に係る計画
南海トラフ地震の発生により、

太平洋沿岸部の製油所・油槽所等
が被災しても、全国的な燃料供給
を確保しつつ、災害応急対策活動
に必要な燃料や重要施設の業務継
続のための燃料を確実に確保し、
迅速かつ円滑に供給する必要があ
る。特に、海上輸送は一度に大量
の燃料を輸送可能であることから、
製油所・油槽所が所在又は近傍にあ
る港湾においては、港湾BCPに基
づき、早期に復旧できる製油所・油
槽所に通じる航路啓開を優先的に
行い、燃料輸送網を速やかに確保
することとしている。

⑥防災拠点
具体計画では、地方公共団体が

運用する防災拠点として機能ごと
に、広域進出拠点、進出拠点、救
助活動拠点、広域物資輸送拠点、
航空搬送拠点、海上輸送拠点に分
類される。これらの防災拠点は防
災関係機関、並びに国が運用し広
域的な緊急物資や復旧資機材の輸
送にあたり中心的役割を果たす基
幹的広域防災拠点（堺泉北港堺2
区）と密接に連携を図りつつ、効果
的な災害応急対策を実施すること
とされている。また、海上輸送拠
点として、陸路での到達が困難な
場合、一度に大量の輸送を行う必
要がある場合、輸送が長距離とな
る場合等の海上輸送が効率的と見
込まれ、人員、物資、燃料、資機
材等を海上輸送することが想定さ
れる港湾75港（被災道県17港、被
災府県58港）が定められている。
発災時、国は輸送ニーズや被害状
況を踏まえ、海上輸送拠点の中か

ら優先的に航路啓開を行う拠点を
選定し、港湾管理者や関係者と災
害協定に基づき協力・連携し、海上
輸送拠点へアクセスするための航
路啓開を早期に行う必要がある。

今後、具体計画に基づく南海ト
ラフ地震を想定した各種訓練の実
施やインフラ、資機材等の整備進
捗に応じて、随時計画の見直しを
行い、計画の実効性を高めていく
こととしている。港湾においても、
特に海上輸送拠点として定められ
た港湾については、具体計画の実
効性の向上に寄与するため、港湾
BCP等に基づく訓練を実施すると
ともに、関係者との災害協定の締
結を促進する等、計画実行の体制
構築を図っていくこととしている。

3. おわりに
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道県名 港湾名 製油所・油槽所 道県名 港湾名 製油所・油槽所

北海道 苫小牧港 ○ 秋田県 秋田港 ○

函館港 ○ 山形県 酒田港 ○

小樽港 福島県 小名浜港 ○

青森県 大間港 新潟県 新潟港 ○

八戸港 ○ 富山県 伏木富山港 ○

青森港 ○ 石川県 金沢港 ○

岩手県 釜石港 ○ 福井県 福井港 ○

宮城県 仙台塩釜港 ○ 敦賀港

鳥取県 境港 ○

1.非被災道県

表　海上輸送拠点一覧

府県名 港湾名 製油所・油槽所 府県名 港湾名 製油所・油槽所

静岡県 清水港 ○ 山口県 徳山下松港 ○

田子の浦港 ○ 下関港

沼津港 岩国港 ○

大井川港 ○ 宇部港 ○

御前崎港 徳島県 徳島小松島港 ○

愛知県 名古屋港 ○ 浅川港

三河港 香川県 高松港 ○

衣浦港 坂出港 ○

三重県 四日市港 ○ 丸亀港

尾鷲港 愛媛県 松山港 ○

鳥羽港 宇和島港

鵜殿港 新居浜港

京都府 舞鶴港 高知県 高知港 ○

大阪府 大阪港 須崎港

堺泉北港 ○ 宿毛湾港

阪南港 ○ 奈半利港

兵庫県 神戸港 ○ 大分県 別府港

姫路港 ○ 大分港 ○

尼崎西宮芦屋港 ○ 津久見港

東播磨港 宮崎県 内海港 ○

赤穂港 宮崎港 ○

津名港 細島港 ○

和歌山県 和歌山下津港 ○ 油津港

文里港 熊本県 八代港 ○

新宮港 鹿児島県 鹿児島港 ○

岡山県 水島港 ○ 志布志港

岡山港 川内港

宇野港

広島県 広島港 ○

福山港

呉港

2.被災府県

注）本表の製油所・油槽所欄に○が記載されている港湾は、製油所・油槽所があることを示す。
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別府港は、大分県の中央に位置
し、背後に我が国有数の温泉と豊
かな風光を持つ国際観光温泉文化
都市別府の海の玄関口として発展
してきた。港の拡張に伴い大正か

ら昭和初期にかけて築造されてき
た海岸護岸は、亀裂や風化等の施
設の老朽化が広範囲にみられ、ま
た、台風来襲時には海岸線の背後
各所で高潮や高波による被害が生
じていた（写真-1、2）。

このため、平成13年度から直轄
海岸保全施設整備事業として、「北
浜地区1」「北浜地区2」「餅ヶ浜地
区」「上人ヶ浜地区」の4地区、総延
長約2.2kmを対象に取り組み、平
成26年度に完成した（写真-3）。

本稿ではその14年間に亘る直轄
海岸事業の軌跡について紹介する。

　別府港海岸の整備計画策定にお
いては、有識者による検討委員会
のほか、PI手法（パブリック・イン
ボルブメント）を取り入れ、地域住
民と行政が海岸の課題を共有し、

協働で計画を策定する取り組みを
進めてきた。計画策定については、
大きくは2段階に分け、平成13年
度からの2年間は構想段階とし、4
地区における地域の特性と要請を
把握して住民の意向に配慮した整
備目標と整備構想を策定（表-1）、
平成15年度以降については、地
区毎に構想段階で策定した整備目
標等を踏まえて設計段階の検討を
行った。設計段階の検討では、具

地域の特性を考慮した
別府港直轄海岸整備について

To p i c sTo p i c s

写真-3　別府港海岸事業位置図

国土交通省 九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所
所長　米　原　吉　彦

写真-1　施設の老朽化状況

写真-2　台風による被災状況

表-1　構想段階で策定された整備目標

図-1　整備計画策定の流れ

1. 住民参加による海岸づくり
窓ガラス破損

床下浸水

フェンス破損
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2. 各地区の整備概要について

写真-4　整備計画検討会の様子

写真-5　ワークショップの様子

写真-7 北浜地区1の整備後

写真-8 かつての北浜の様子

写真-6 北浜地区1の整備前

体的な整備内容について、学識経
験者や地元有識者及び関係行政機
関などからなる「整備計画検討会」

（写真-4）で、防護機能、利用、環境、
経済性等専門的技術の検討を行い、
住民主体の「ワークショップ」（写真
-5）開催による地域との合意形成を
図りながら計画を策定した後、施
設の整備に入っていった。なお、
ワークショップや事業の地元説明
会は50回開催され、延べ約1,000名
の方が参加されている。

1）北浜地区1
北浜地区1の背後には住宅、マ

ンション、ホテルなどが立地して
おり、地域住民の方が日常的に訪
れる海岸ではあるが、高さ約2.5m
の護岸で、背後の市道から海を望
むことができず景観を阻害してい
ることが課題であった（写真-6）。
また、既設護岸前面には、投石魚
礁や藻礁が設置され水産業の場と
なっていた。

こうしたことから、この地区の
整備目標は「利用と水産活動が調和
する海辺空間」と設定した。構造と
しては、護岸を前出しした直立消
波型の二重パラペット構造を採用
することで、護岸の水叩き上を日
常的に散策できる開放的な空間を
創出する計画となった。

また、多様な海洋環境を創造す
るために既設護岸から発生する消
波ブロックを有効活用し前面海域
に魚礁として設置した。

この地区の整備は平成24年度に
現地着手し、平成26年11月に完成
した（写真-7）。

2）北浜地区2
北浜地区2の背後には温泉旅館

街が立ち並び、また繁華街とも近
接していることから、多くの宿泊
観光客等が訪れる場所である。か
つては、天然海浜砂湯が県内外か
ら多くの人を集める場所でもあっ
たが（写真-8）、市街地拡大により
護岸と消波ブロックで整備され砂
浜が消失していた（写真-9）。

これらを踏まえて、別府市中心
地において宿泊観光客が散策し、
地域住民と触れ合える親水性の高
い護岸とすることを目的に、「市街
地と連携した回廊型の海辺空間」
を整備目標とした。構造としては、
護岸は大型波返し構造を採用する
ことにより天端高を抑え、背後の
緑地（緑地は緩やかな土手をイメー
ジ）から、海を眺めながら寛げる空
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間を目指し、平成21年度より現地
着手し、平成26年3月に完成した

（写真-10）。

3）餅ヶ浜地区
餅ヶ浜地区は平成16年度より当

該事業で最初に現地着手した地区
である。かつては白砂青松の美し
い海岸で、海水浴などでも賑わっ
ていた（写真-11）が、昭和初期頃の
埋め立てにより、砂浜が消失して

いった（写真-12）。
構想段階におけるワークショッ

プでは、「誰もが身近に海を感じる
ことができる親水性の高い海岸」や

「観光客を誘致する各種海洋レクリ
エーションができる海岸」としたい
などの意見が出され、「多彩な活動
をいきいきと楽しむ海辺空間」とい
う整備目標のもと、面的防護方式
による砂浜を取り入れた人工海浜
方式による白砂青松の復元を行う
計画とした。

この地区の整備は平成22年3月
に完成し（写真-13）、同年夏より当
海岸を中心として「別府ポートフェ

スタ」が開催されるようになり、
ビーチバレー九州大会など砂浜を
使ったイベントが実施されるなど
新たな賑わいをみせている（写真
-14）。

写真-11　かつての餅ヶ浜の様子

写真-9　北浜地区2の整備前 写真-10　北浜地区2の整備後

写真-12　餅ヶ浜地区の整備前 写真-13　餅ヶ浜地区の整備後

写真-14 　別府ポートフェスタの様子
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写真-15　上人ヶ浜地区（航空写真）

4）上人ヶ浜地区
整備対象地区のうち最北に位置

する上人ヶ浜地区は、別府におい
て今なお貴重な自然の磯浜が広が
る唯一の海岸であり、散策や磯遊
び、釣り等の身近な市民のレクリ
エーション活動の場となっている
ことに加え、前面海域には投石魚
礁や増殖場が設置され、水産業の
場となっている（写真-15）。

こうしたことから、この地区の
整備目標は「自然環境と触れ合う海
辺空間」と設定し、「生物生息の場の

写真-16　潜堤設置後のイメージ

保全・創出効果」と「景観への配慮」
の双方を満足させるために、干潮
時でも水面に出てこないことや、
生物の創出効果が期待できる潜堤
を設置して防護する計画とした。

この地区は平成24年度に現地着
手し、平成25年9月に完成した（写
真-16、図-2）。

以上により、全4地区の整備が
終了することとなった。

図-2　潜堤のイメージ

本事業については、平成13年度
の事業開始当初から有識者による
検討委員会に加え、地域住民の方
に参画していただき、各地区の特
性・ニーズを踏まえた整備計画の策
定に取り組み、地域住民の方のご
理解のもと、質の高い、利用と費
用のバランスの取れた事業が実施
できたと考えている。

本事業の完成は、整備計画検
討会の委員の方々を始め、ワーク
ショップで座長を務めていただい
た地域住民代表の方など、多くの
関係者によるご指導、ご尽力によ
り得られた成果である。ここに、
関係者各位に改めてお礼を申し上
げると共に、今後、地域住民や観
光客の方々に広く親しまれ、永き
にわたり愛され続ける海岸となる
ことを祈念する。

3. おわりに
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していただく７の賛助会員と30の
一般会員から構成されています。
CNACは、全国各地のNPO活動のサ
ポート（講師派遣やノウハウ提供）や
質の高い海辺の自然体験活動の普及
を図るため、海辺の達人養成講座な
どの指導者研修の開催、支援を中心
に活動してきました。

２ 　CNACにおける
　　海辺の安全活動

（１）水難の約半数は死亡事故に！

政府広報オンライン（平成26年7
月17日）によると、平成25年中に
全国で発生した「水の事故」水難は

１ 　CNACについて

海に学ぶ体験活動協議会（Council 
for Nature Activity along the 
Coast、略称＝ CNAC）は、平成19
年に認証されたNPO法人です。

豊かで美しい海を次世代に継承
し、持続可能な社会を維持していく
ためには、多くの人々が海辺の自然
を安全に楽しみつつ、海への理解
を深め、海辺の環境を保全すること
の大切さを学ぶことが必要であり、
CNACは、海辺の自然体験活動の普
及に努めています。

平成27年4月現在、全国で海に
関するさまざまな活動を行っている
NPOを中心とした32の正会員と、
協議会のさまざまな活動をサポート

1459件、水難に遭った人は1639
人に上っています。そのうちの半数
にあたる803人が、亡くなったり行
方不明になったりしています。過去
10年間、水難者の数は1600人強か
ら1900人強の間で推移し、そのう
ち死者･行方不明者は毎年800人弱
から900人弱の間となっています。

次に、水難の死亡･行方不明の割合
を場所別に見ると1位が「海」で全体
の52･7％、2位が「河川」29･5％
となっています（図１）。また、どの
ような活動中に死亡・行方不明が起
きているのかをみてみると、29.6％
が「魚取り･釣り」、13.9％が「通行
中」、10.1％が「水泳中」、そして
8･6％が「水遊び｣となっています
（図２）。

NPO 法人　海に学ぶ体験活動協議会　代表理事　三好　利和

海
52.7％河川

29.5％

湖沼池 6.0%
用水路
10.1%

プール 0.9%
その他 0.9%

ボート遊び
0.5％ 魚とり・釣り

29.6%

通行中
13.9%

水泳中
 10.1%

水遊び
 8.6%

作業中 6.1%

水難救助中 1.1%

陸上における
競技スポーツ中

0.9％

その他

29.1％

※ NEAL：自然体験活動指導者（NATURE EXPERIENCE ACTIVITY LEADER）

海 辺  に 親 し む

地 域  の 取 り 組 み

資料提供：警察庁「平成 25 年中における水難の概況」

図 1　平成 25 年　水難の場所別死亡・行方不明者の割合
 （ｎ =803 人）：政府広報オンラインより

図 2　平成 25 年　水難の行為別死者・行方不明者の割合
　 （ｎ =803 人）：政府広報オンラインより

資料提供：警察庁「平成 25 年中における水難の概況」

海 辺 の 安 全 活 動 とＣＮＡＣ



Wave & Beach　29

（２）安全小冊子の配布

海辺での体験活動では、安全が最
重要であることから、CNACでは、
子ども向けの「海あそび安全講座」
（全16ページ）と指導者向けの「親子
海あそび安全講座」（全24ページ）の
安全小冊子を作成し、希望者に無償
で提供を行っています（写真1）。

これらは、イラスト入りのわかり
やすい冊子になっており、利用者か
ら大変使いやすいと高い評価を受け
ています。CNACでは、会員以外の
団体、子ども会等からの申し込みも
受け付けており、イベントや事前の
勉強会等、海辺の安全について学ぶ
際に活用してもらいたいと考えてい
ます。なくなり次第終了となります
ので早めの申し込みをお願いします
（送料は自己負担）。

（３）指導者の育成

海辺の体験活動の安全な普及を図
るためには、指導者の育成が不可欠
です（表1）。そのために、CNACの
会員をはじめとする海辺の自然体験
活動を推進するNPOが「海辺の達人
養成講座」を平成24年度から全国各
地で開催しています。この講座は、
海辺の体験活動に関心のある方を対
象に必要な知識を身につけていただ
き、海辺の体験活動指導者の裾野を
広げようとするものであり、受講者
は自然体験活動指導者（NEALリーダ
ー）の資格を取得できます。CNAC
として、予算の範囲内で助成を行
い、要請があれば講師を派遣してい
ます。

　

写真１
親子海遊び安全講座（子ども向け）の表紙

海辺の達人養成講座
CNAC 海あそび安全講座インストラクター
養成セミナー

目的
多くの関係者が海辺の体験活動に対する必要
な知識を身につけることにより、体験活動指
導者の裾野を広げる。

海辺の体験活動に関する高度な知識を持つ上級
指導者（インストラクター）を養成することに
より、各地で安全講座を開催し、体験活動を普
及させる。

講座実施主体 各地のNPO CNAC

受講対象者 海辺の体験活動に関心のある者
一定の要件を満たした指導者（基本的に CNAC
会員だが、資格を満たせば一般も可）

カリキュラム
全国体験活動指導者認定委員会の定めた 18
時間のカリキュラム

海あそび安全講座運営マニュアル（テキスト）
によるカリキュラム

講師資格
NEAL（※）主任講師の資格を持った者がカリ
キュラムの全行程に参加

CNAC 海あそび安全講座トレーナー

取得資格
自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）
（NEAL インストラクター、コーディネータの
もと、活動の支援や指導にあたる）

CNAC 海あそび安全講座インストラクター
（各地で海あそび安全講座を開催できる）

助成等
・開催する CNAC 会員団体への助成あり
・CNAC から講師の派遣可

・会員へは旅費を CNAC が負担、一般の方は実費
・CNAC 負担によるセミナー受講者は、
　受講後地元で安全講座開催の義務付け

※ NEAL：自然体験活動指導者（NATURE EXPERIENCE ACTIVITY LEADER）

表 1　海辺の体験活動指導者の育成

海 辺  に 親 し む

地 域  の 取 り 組 み
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次に、CNACとして安全指導を行
える高度な知識を有するインストラ
クターの養成セミナーを平成22年
度から実施しています。このセミナ
ーは、指導者として既に経験を有す
る方を対象に、CNACが定めたマニ
ュアルにより必要な知識を習得して
もらい、受講者は海遊び安全講座イ

ンストラクターの資格を取得できま
す。なお、ＣＮＡＣが旅費を負担し
た参加者は受講後、地元での安全講
座の開催が義務付けられています。
平成27年度は、７月13日（月）～ 14
日（火）神奈川県三浦市（三浦ふれあ
いの村）で開催予定で（写真2、3）、参
加希望者は事務局にお問合せ下さい。

（４）レスキューキャップの販売

CNACではペットボトルを利用
した水辺のレスキュー用キャップ
「Rescue Cap（レスキューキャッ
プ）の販売を行っています（写真4）。
使い方は、レスキューキャップをペ
ットボトル（2Ｌ）の口につけ、ロー
プと結び、落水者の手の届く範囲に
投げ入れ、つかまらせることにより、
安全な救護の助けとなるものです。
投げ入れる際、少量の水を入れると
遠心力が働いて遠くに飛ばすことが
できます（写真5）。

平成22年度から、レスキューキャ
ップの開発・販売を行ってきています
が、平成27年度からは広く普及を図
るため価格を従来の500円（税込み）
から200円（会員特価150円）に大幅
に引き下げています。

写真 2

写真 3
写真 5　ペットボトルに付けたレス
キューキャップ

写真 4　レスキューキャップ

平成 26 年度三浦ふれあいの村で実施されたインストラクター養成セミナー
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3 　CNACの新たな展開

　CNACは、平成25年度から27
年度までの3年間、「皆で汗かく三つ
の広げよう運動」を展開しています。
「１．活動を広げよう２．仲間を広
げよう３．感動を広げよう」をスロ
ーガンに、外部資金の獲得や繰越
予算の取り崩しにより、対象期間の
CNACの事業規模を拡大し、さまざ
まな分野で関係者ともに汗をかき、
その輪を広げようとするものです。
この運動は、平成23年3月の東日本
大震災を契機とした次世代をになう
子どもたちを中心とした海離れの一
方、体験活動の充実による「生きる
力」を身につけさせる必要性の増大
から始めたものです。

これまで、近年東京で開催してい
た全国フォーラムを平成25年度に
は横浜市、平成26年度には豊橋市
で開催しました（写真6）。また、平
成25年度と27年度にセブンーイレ
ブン記念財団の助成金を獲得し、安
全小冊子の増刷や海辺の環境教育プロ
グラム集の作成作業を行っています。

また、CNACはこれまでは海辺の
自然体験活動と安全対策に重点を置
いて活動を実施してきましたが、近
年の環境問題への関心や重要度の高
まりを踏まえ、海辺の環境教育に関
する取り組みを強化していきたいと
考えています。海辺の環境分野は広
範囲に広がっており、定型の環境教
育プログラムに基づいた子どもたち
への教育は現実的でないと考えてい
ます。

平成26年度から環境教育に関す
る全国のNPOの実態を調べ、CNAC
として環境学習体験会を開催するな
ど（写真7）、地域の実情や教育対象
者に応じ手、現場で有効に使える環
境教育プログラム集の作成を行って

写真 6　第 9 回全国フォーラム in 三河（豊橋）

写真 7　愛知県知多半島西の浜クリーンアップ（H27.1）での環境教育プログラム体験会

います。さらに、海辺の環境教育に
対する先駆的な取り組みを行う団体
に対し、助成を行っています。

  4 　おわりに

CNACの活動は毎月発行するメー
ルマガジン『うみ*にゅう』で紹介して
います。また、ホームページを随時
更新し、会員の活動情報やイベント
情報を提供しています。

CNACがめざす健全な海辺の自然
体験活動の普及を図るためには、海
辺に関する多様な主体の取り組みが
必要です。そのために、NPO団体の

海 辺  に 親 し む

地 域  の 取 り 組 み

全国組織であるCNACは、多様な関
係者の共通の問題を解決し、連携を
図ることにより、全国のNPO活動を
地域に根付かせ、持続可能なものに
したいと考えています。

これらの取り組みをより充実させ
るためには、会員以外の多くの方々
の力が必要不可欠です。CNACへの
加入やメルマガへの登録、またお問
い合わせはCNAC事務局までお願い
いたします。CNACは、いつでも皆様
のご参加を心からお待ちしています。

CNAC事務局（担当:浅野、港03-
5408-8299（http://www.cnac.
sactown.jp/）
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釜石市

1．はじめに

釜石市は、岩手県東部に位置し、
リアス式海岸に面した町です。
これまで「鉄と魚のまち」として発

展してきましたが、とりわけ「鉄」に
よる影響は大きなものでした。
1857年、日本で初めて洋式高

炉による連続出銑に成功したことか
ら、1874年には官営製鉄所が建設
され、以来、現在にいたるまで、脈々
と鉄づくりが続けられており、近代製
鉄発祥の地として知られております。
また、新橋・横浜間、大阪・神戸

間に続き、国内３番目となる鉄道も
開設されており、日本の産業革命を
リードしていた時期もありました。

その後、社会経済情勢の変化の波
にもまれながらも、粛々とまちづく
りを進めて参りましたが、2011
年にありました東日本大震災によっ
て、甚大な被害を受けました。
現在では、震災復興に向け、着々
と歩を進めているところです。
昭和９年に開港し昨年で開港80
周年を迎え、これまでも様々な面か
ら釜石市を支えてきた釜石港におい
ては、東日本大震災後に開設された、
釜石港国際フィーダーコンテナ定期
航路が着々とコンテナの取扱数を増
やしております。特にも、冷凍冷蔵
コンテナの利用が増えており、釜石
市や近隣市町村から世界各地へ、海
産物が輸出されております。

また、ギネス世界記録を持つ、釜
石港湾口防波堤の復旧も進んでおり
ます。東日本大震災により、決壊し
ましたが、現在ハイブリッドケーソ
ンの採用による工期の短縮化や潜堤
における「逆T字型ブロック」の採用
による粘り強い化をすすめており、
平成29年度に復旧が完了する見込
みとなっております。湾口防波堤の
復旧が市民の方々の安全・安心の基
盤になるとともに、湾内静穏度の確
保に伴い荷役の効率化による経済活
性化の基盤となる等、様々な面での
活躍を期待しているところです。
また、復興における昨今の大きな
動きとして、2019年に日本で開催
されるラグビーワールドカップの試

合開催地に岩手県と釜石
市が共同で立候補し、開
催地として釜石市が決定
したことが挙げられます。
かつて釜石市には、日
本選手権7連覇という、日
本ラグビー史に偉大な足
跡を残した「新日鉄釜石ラ
グビー部」があり、ラグビ
ーのまちとしても知られ
ていた経緯があります。よ
り一層震災からの復興を
加速させる大きな要因と
なればと考えております。

グ ル メ紀行
な ぎ さ

No.43

釜石市役所　産業振興部　港湾振興課
主事　浦　城　太　郎

釜石港

Column
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2．釜石の観光

○釜石よいさ 
釜石市では、それまで釜石市の経
済活動の中心であった釜石製鉄所の
高炉休止を契機に、苦しむ街の再興
を願い「釜石よいさ」の開催を始めま
した。掛け声に合わせ、老若男女が
郷土芸能の「虎舞」をイメージした踊
りで街を練り歩きます。保育園や幼
稚園児による「子供よいさ」から、学
校や企業・愛好会と参加者の幅は広
く、ユニフォームや個性豊かな衣装、
アレンジした踊りで見る側も楽しむこ
とができるイベントです。もちろん
市長を筆頭に釜石市役所も参加して
おります。
毎年お盆の時期に開催され、釜石

の夏の風物詩として多くの人たちに

親しまれてきました。東日本大震災
以降、開催が頓挫しておりましたが、
市民の方の熱意により、若手事業者
を中心として、2013年に復活し、
市民の方々が決起する釜石市になく
てはならない催しとなっております。

○釜石まつり
三陸海岸総鎮守である尾崎神社と
釜石製鐵所を守護する山神社の合同
祭で、毎年10月第3日曜日を含む
金土日に開催されます。
この中でも、中日である土曜に行
われる曳舟まつりが見どころ。
年に１度、尾崎神社の本宮から御
神体が御召船に乗って街にお戻りに
なるのが曳船まつりです。御召船の
周りを大漁旗をなびかせた船が舟航
しながら、郷土芸能の虎舞や神楽を

勇壮に踊り、御召船をお守りしなが
ら釜石湾を巡航します。
最終日は、２つの神社の神輿を中
心に郷土芸能、山車などによる大行
列が繰り広げられます。街中にお囃
子や掛け声が響き、街もにぎわいま
す。最後に御神体を乗せた船が尾崎
半島に還御する事で、釜石まつりの
終わりを迎えます。

○釜石はまゆりトライアスロン大会
海と山に囲まれた自然を生かし
て、鉄人レース・トライアスロン大
会も行われています。会場である根
浜地区も東日本大震災で大きな被害
を受けましたが、ボランティアの皆
様のご協力もあって、今年で第22
回目の開催となります。
2016年に行われる希望郷いわ

釜石よいさ 釜石まつり
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橋野鉄鉱山を構成資産として含む
「明治日本の産業革命遺産」は、今
年５月４日にイコモス（国際記念物
遺跡会議）より、世界遺産一覧表へ
の記載が適当との勧告があり、６月
28日からドイツで開催される「世界
遺産委員会」において世界遺産への
登録が審議されます。

3．食を通した取り組み

○釜石まるごと味覚フェスティバル
釜石市では交流人口の拡大と農林
水産業を含めた産業の振興を図るこ
とを目的とし、「釜石まるごと味覚フ
ェスティバル」という企画が開催さ
れております。釜石市内はもちろん
のこと市外からも多くの店舗にご出
店いただいており、参加規模の大き
い釜石の食のお祭りです。新鮮な海
産物、農産物等の販売や、釜石で水

でもあります。
美しい紅葉と急勾配を楽しむこと
ができるのが、かまいし仙人峠マラ
ソン大会です。あの箱根駅伝に匹敵
する難コースに多くのランナーがチ
ャレンジします。かまいし仙人峠マ
ラソンはどなたでも参加できます。
尚、前夜祭では毎年旬のサンマが
ふるまわれます。おいしいサンマを
食べて、翌日のレースは完走間違い
なしです。

○橋野鉄鉱山
橋野鉄鉱山は、盛岡藩士大島高任
の指導により、鉄鉱石を使った西洋
式の高炉技術を導入し、鉄の連続生
産に成功した現存する日本最古の洋
式高炉跡及びその関連遺跡で構成さ
れています。
日本の近代製鉄発祥の地であり、

て国体のトライアスロン競技会場に
もなっており、競技距離スイム1.5
㎞、バイク26㎞、ラン10㎞、三陸
海岸の自然を楽しみながらのトライ
アスロンです。鉄人の皆様のお越し
をお待ちしております。

○かまいし仙人峠マラソン大会
釜石市と隣の遠野市の間にある仙
人峠。現在は新仙人峠道路が通って
いますが、「旧仙人」と呼ばれる旧道
は急勾配と急カーブの連続で、まさ
に難所ではありますが、紅葉の名所

橋野鉄鉱山とインフォメーションセンター

仙人峠マラソン

釜石はまゆりトライアスロン大会
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グ ル メ紀行
な ぎ さ

○かまだんご
かまだんごは、釜石市の各家庭で
おばあちゃんやお母さんが作ってく
れるおやつです。モチモチ生地の中
に、黒糖や胡桃などがトロっと入って
いて、パクっとひとくち食べた際、う
っかり服を汚してしまうこともありま
すが、それでも食べたくなるのがこ
のかまだんごです。釜石市のスーパ
ーや産直で通年購入可能ですので、
ぜひ1度釜石にお越し頂き、ご賞味
ください。

のこと、飲み会の後の締めとしても
ぴったりです。
釜石市の有名店である「新華園」
のカップラーメンが全国のコンビニ
エンスストア等で販売されておりま
す。是非とも１度「釜石ラーメン」を
ご賞味いただければと思います。

○甲子柿
市内の甲子地区の特産品が、甲子
柿（かっしがき）。渋柿を柿室と呼ば
れる密閉した空間で燻して脱渋した
もので、ゼリーのようにやわらかく、
トマトのように真っ赤で、驚くほど甘
い柿です。秋になると、釜石市のス
ーパーや産直で販売されますが、そ
のデリケートさゆえに配送が難しい
幻の柿です。秋に釜石にいらしてぜ
ひ味わってみてください。

揚げされたサンマの浜焼きも実施し
ており、「食」を十二分に楽しめるイ
ベントとなっております。
他にも、郷土芸能の披露や、アー

ティストの方々によるライブ、パフ
ォーマンス等もあり、非常に盛り上
がりのあるイベントです。ぜひ釜石
に1度お越しいただいて、「釜石まる
ごと味覚フェスティバル」を楽しん
でみてください。

4．釜石の特産品

○釜石ラーメン
釜石市の特産品として挙げられる
のが「釜石ラーメン」。細いちぢれ麺
と醤油ベースの透き通ったスープが
特徴です。通常のラーメンよりもシ
ンプルな味わいで、麺は程良いコシ
があります。食事としてはもちろん

釜石ラーメン かまだんご甲子柿

釜石まるごと味覚フェスティバル
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大空染めて・・」とわが町の発展ぶり
を高らかに謳っている。しかし、ス
モッグ警報、ぜんそくなどの被害が
発生するに至り、法の整備と共に排
出規制が実施された。(参考：昭和
43年大気汚染防止法、昭和45年水
質汚染防止法、昭和46年環境庁設
置、悪臭防止法などが制定された)

  公害魚収集運動

釣り人の竿先にもけったいな魚
が釣れるようになった。背曲りのキ
ス、片目のカレイ、皮膚がんに侵さ
れたイシモチなどである。当時の全
日本サーフ（本部大阪市）第二代会長
で新聞記者の小西和人はこれら会
員の釣った奇形魚を集めようと昭和
47年新年総会で「公害魚収集運動」

Column

♪五月雨（さみだれ）のそそぐ山田に
　早乙女（さおとめ）が　裳裾（もすそ）
　ぬらして
　玉苗（たまなえ）植える　夏は来ぬ♪
（「夏は来ぬ」唱歌。作詞：佐々木信
綱。作曲：小山作之助。詞は2番）

今年、創立50周年を迎えた釣り
団体がある。こんなに長い間一つの
趣味を継続してきた団体はそう多く
ない。「全日本サーフキャスティング
連盟」と称す。サーフィンの団体では
なく、投げ釣りの普及と健全な発展
を追い求める会員数約3千名の組織
である。

ただ単に魚を釣ることだけを目的
とした団体が多いなか、この団体は
それとも趣旨を異にするところがあ
る。4月に「50周年記念誌」を発刊し
たのでその中から当団体が果たして
きた社会的な貢献活動についてご紹
介しよう。

今から50年前と言えば昭和39
年、東京オリンピックの開催された
年。そのころの日本は経済成長の途
上にあり、すべてが輝いて見えたこ
ろである。
あらゆる現象に光と影があるよう

にこの時代の「影」は成長の落とし子
とも言うべき「公害問題」であろう。
今でこそ海はきれいになり、工場の
排煙も澄んでいるが当時はばい煙や
工場排水なども汚れていた時代であ
る。とある学校の校歌に「上る噴煙

を決議した。運動がスタートして2
年間で全国の会員から寄せられ奇形
魚は千匹を超え、科学的調査を三重
大学、愛知県ガンセンターなどに依
頼した。翌昭和48年には科学技術
庁から研究費を受託しガン発生のメ
カニズムの解明が進められた。この
運動のきっかけは釣り人の竿先から

ある釣り団 体 の 50 年

私　海岸と
s e a s i d e

愛知県釣りインストラクター連絡機構
顧問　大　田　豊　明

全日本サーフ創立10周年誌

背の曲がったキス

腫瘍のできたイシモチ

奇形魚（10年誌から）

奇形魚（10年誌から2）
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始まり、やがて世の中を変えていっ
たのである。
　

  入浜権運動
 
同じ昭和48年、高砂市の高崎裕
士さんが提唱した「入浜権」という言
葉は目新しさに満ちていた。浅い海
は各地で埋め立てられコンクリート
で囲い工業用地へと姿を変えた。地
域住民や釣り人が自由に出入りで
きた海浜は企業の占有地と化し、立入
禁止の札が立った。「海はだれのもの
か？」を問う行動が「入浜権運動」である。
宣言文にこうある「古来、海は万民

のものであり、海浜出て散策し、景
観を楽しみ、魚を釣り、泳ぎ、或い
は汐を汲み、流木を集め、貝を掘り、
のりを摘むなど生活の糧を得ること
は、地域住民の保有する法以前の権

私　海岸と
s e a s i d e

史上初釣り竿デモ

入浜権運動

小西和人の釣りと社会運動を記した著書「楽し
みを釣る」

調査を担当した三重大学窪田教授

全日本サーフ創立50周年誌

海岸線占有企業調査

入浜権デモ旗

利であった・・(抜粋)」
小西和人らは進出企業に「海岸に

遊歩道を」「なぎさを返せ」などと書
いた旗を釣り竿に結び、世に言う釣
り竿デモをあちこちで行った。やが
てこの主張が認められ、埋立地の渚
沿いは釣り人や住民に解放されるに
至った。

ただ海にでかけて魚を釣るだけの
集団が、昭和と言う時代に奇形と化
した魚を全国から集め、また渚を返
せと立ちあがり、世の中を変えたこ

奇形魚がNHKTVに取り上げられる

ヘンな魚分布地図

とは驚異に値する。これらの行動が
経済成長のひずみを問い、世に公害
を訴え、海はだれのものかを質し、
海浜や海水をもとのきれいな姿へと
変えていったのである。しばし過ぎ
し歴史の向うに目をやり、その先進
性と偉業に想いを馳せてはいかがだ
ろうか。
今組織は7代目代表の岩田政文が

牽引する。投げ釣りの普及と発展を
希求することはもとより、「公害魚収
集」「山への植林活動」「水辺と海中の
クリーンアップ」「次代の若者を育む
釣り教室」「東西の釣り技術の交流」
「釣りと遠投の競技会開催と記録の
保持」など多彩に展開しながら海や自
然を見守り続けている。そのまなざ
しは穏やかなうちにもキリリと遠く
を見据える。
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全国海岸リレー紹介全国海岸リレー紹介
北海道

東北

網走市水産港湾部港湾課計画係

　係長　村上　雅彦
網走港海岸（海岸町地区）
高潮対策事業の紹介

◆はじめに
北海道網走市は、北海道東部のオホー

ツク海に面した港町で、網走国定公園の
中心に位置し、近隣には世界自然遺産の
知床を始め、釧路湿原、阿寒などの国立
公園などが立地しており、恵まれた自然
景観や豊かな海の幸などを地域資源とし
て、多くの観光客が訪れております。ま
た、冬期には、流氷を中心とした観光が
人気となっております。

◆網走港海岸（海岸町地区）高潮対策事業
　について
網走港の西側にある海岸町地区の護
岸は、昭和30年代に整備されましたが、

老朽化が進むとともに悪天候による越
波が発生し、背後の水産加工場や住宅
地への浸水被害も生じていたことから、
平成18年度から9年を掛けて改良工事を
実施し、平成26年度に完成することが
出来ました。旧護岸の前面に前出しする
形で護岸を新設し、背後に歩行スペー
スや階段を設け、知床連山を眺めること
が出来るなど、環境にも配慮した整備
を行いました。

◆海岸の利用状況
海岸町地区は、市民が健康増進のた

めにジョギングやウォーキングをするな
ど利用頻度の高い浜辺となっておりま

す。例年、地域のボランティア団体が海
岸清掃を行っており、多くの市民が参加
しております。また、港湾関連工事の関
係者や官公庁職員などが、港湾区域内の
海岸を清掃し、綺麗な海岸の維持に努め
ております。
当該地区は、土木学会選奨土木遺産
のケーソンドックを備える通称「帽子岩」
や知床連山を眺められるロケーションと
して、また、あばしりオホーツク夏祭り
花火大会の絶好の観覧場所としても利用
されております。今年度は、7月25日（土）
に予定しておりますので、皆様のお越し
をお待ちしております。

はじめに
石巻港（内港）は伊寺水門（いしみなと）と

称され小さな港町でしたが、伊達藩により
1620年代に河道が開削されて以来、北上川
の水運が開け米穀の貿易港として繁栄しま
した。その後は河口港であるために発展空
間が望めず昭和35年から西方3kmの釜地区
に工業港整備を展開し、昭和39年に重要港
湾に指定され宮城県北部の中核拠点として

の工業港に位置づけられ現在に至っていま
す。また、平成24年10月から仙台塩釜港と
松島港と統合して仙台塩釜港石巻港区にな
りました。

防潮堤整備について
震災に伴う津波により、壊滅的な被害を受

けた石巻港ですが岸壁等の係留施設の復旧
も概ね完成し、防潮堤の新設並びに復旧を
残すのみになりました。今回整備する防潮
堤は数十年から百数十年に一度程度発生す
る津波（Ｌ１津波）に対応しており、石巻港内
の防潮堤は大きく分けて２つに分かれます。
ひとつ目は震災以前にはなかった港内に
T.P+3.5m高さで新設する防潮堤です。港内
の限られたスペースに設置することから胸壁
構造を基本としており、港内の地盤高がおお
よそT.P+2.0mですので、壁の高さは現地盤
から1.5m程度になります。石巻港は旧北上川
と定川に挟まれた堀込港であり支持層までが
深いため、壁高に対して長尺な杭が必要と
なっているのが特徴です。もうひとつが外洋
に面する海岸線にあった防潮堤の復旧になり
ます。こちらは仙台湾一帯の高潮にも対応し
た高さを確保するため、T.P+7.2mの高さで
復旧しています。一般的な傾斜堤や鋼管矢板

を併用した構造形式を採用していますが、本
体には近隣の製紙工場から生成されたリサイ
クル製品である造粒品混合土を盛土材として
使用しています。
現在は、新設する防潮堤によって港湾施

設との出入り等が仕切られることから、多数
の陸閘が必要となるため、その操作方法や設
置後の維持管理費が課題となっています。操
作時の安全を確保しつつ確実に閉扉しなけれ
ばならず、閉鎖の自動化や遠隔化、そして通
信手段・電源の多重化などライフサイクルコス
トも含め、実現可能な方法を検討しています。

おわりに
数年後には防潮堤が完成します。ただし、

防潮堤は多重防御のひとつでしかありませ
ん。石巻港に限らず、海沿いにお越しの際は、
いざというときに備えて、高台の位置を把
握しておく。それだけでも違うと思います。
「津波てんでんこ」。これは単純にばらばら
に逃げることではなく、家族や身の回りの人
と何かあったときの避難場所を決めておい
て、その約束に向かってそれぞれが行動す
ることを意味します。
今回整備する防潮堤が多くの生命や財産

を守ることを期待しています。

石巻港　防潮堤計画図

仙台塩釜港石巻港区防潮堤整備について

石巻港防潮堤

網走市の位置

海岸町地区護岸 海岸町地区の清掃状況

宮城県土木部港湾課建設班

技術主査　高橋　亮
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北陸

関東
鹿島港海岸（南・北公共埠頭地区）
津波・高潮対策

○はじめに
鹿島港海岸は、重要港湾鹿島港の南航路南部

と北航路北部に位置しており、背後には、住宅
や商業施設をはじめ、鹿島臨海工業地帯の関係
企業が多く立地しています。

鹿島港が位置する地域は、広大で平坦な地形、
霞ヶ浦と北浦の豊かな水資源、加えて東京80㎞
圏内に位置するなどの立地条件を備えていたこ
とから、昭和39年に工業整備特別地域に指定さ
れ、全国総合開発の一環として、掘込式港湾を
中心とした臨海工業地帯造成計画が策定されま
した。当港は、昭和38年の重要港湾の指定と同
時に本格的な建設工事に着手し、昭和44年に開
港しました。
現在は、工業用地面積約2,880ha、企業数約

160社に及ぶ鹿島臨海工業地帯の海上輸送基地
として、エネルギー、鉄鋼、石油化学，飼料等
の国民生活の基幹産業を支えています。
しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大

震災では、当港にも津波が押し寄せ、公共埠頭
地区や背後の市街地が広範囲にわたって浸水す
るなど、大きな被害が発生しました。　

○交付金による海岸保全施設の整備
この被害を踏まえ、茨城県では、鹿島港海岸

において、平成25年度から社会資本整備総合
交付金を活用し、津波・高潮対策を目的とした
新たな海岸保全施設の整備を計画しました。当
地区の対策は、比較的発生頻度が高いと想定さ
れる津波（L1津波）について、背後地への浸水
を防ぎ、住民の生命と財産を守ることを目的と
し、防潮堤を整備することとしました。防潮堤
の整備にあたり防護対象区域では、東日本大震
災の際に防護ライン付近に仮置きされていた浚
渫土が、土堤として後背地の浸水被害を抑制し
ていることがわかりました。こうした経験を踏
まえつつ、津波防護機能の早期発現を最優先し、
高さを早期に確保できる「土堤」構造を基本とし

た施設を整備することとし、平成26年度から工
事に着工しました。

○おわりに
本事業は、平成27年度の完成を目指し工事を

進めているところです。引き続き、住民の安全
確保のため、一日も早い施設の完成に努めてま
いります。また、大規模地震時への対応のため、
施設整備と併せて津波避難計画の策定も進めて
まいります。

福井県　土木部　港湾空港課　整備・振興Ｇ

　主事　富永　勇

茨城県土木部港湾課　建設・漁港G

主任　阿部　良

海岸保全と地域活性化に
向けた取り組み

１．はじめに
福井県高浜町にある和田港海岸（和田地

区）は和田港の西側に位置し、平成18年に環
境省の「快水浴場百選」に選定されている海岸
です。また、となりの福井県おおい町には、
うみんぴあ大飯があり、平成23年に国土交通
省の「みなとオアシス」に認定されています。

２．和田港海岸
２－１概要
和田港海岸は海水浴や花火大会、キャン

プなど年間を通して多くの観光客が訪れる
ほか、地元町民の
憩いの場となって
います。また、福
井県内で2番目に
利用者が多い海
水浴場となってい
ます。（写真-1）
２－２海岸保全事業について
本海岸は、冬期風浪等による海岸線の後

退が顕著となり、対策が必要となりました。
このため、県
は平成元年より
砂浜の侵食を止
めるための対策
に着手していま
す。（写真-2）

平成14年ま
でに中央離岸
堤、中央突堤
を整備しまし
た。しかし、
西側にある鳥
居浜・白浜で
は汀線の後退の抑止までにはいたりません
でした。（写真-3）
そこで、平成17年度からは、「和田港海岸
漂砂対策検討会」で決定した整備方針に基
づき西側の潜堤工事を進めました。潜堤背
後では、砂浜が堆積傾向であることから、
平成26年度に学識経験者、国、県、町で構
成される「和田港海岸効果検証委員会」を開
催し、潜堤効果の確認や今後の整備方針を
再度検討しました。当初、西側の潜堤は整
備延長200ｍを計画していましたが、約130
ｍ整備時点で効果が確認でき、一旦整備を
休止し、東側の潜堤に着手することとしま
した。構造物は一度造ってしまうと、後戻り
できないため、
今後も効果を
確認しながら
少しずつ整備
を進めていく方
針です。（写真
-4）

３．みなとオアシス「うみんぴあ大飯」
和田港には、みなとオアシスが整備され

ています。施設としては、ホテルうみんぴあ、
こども家族館（体験型大型児童館）、観光船
ターミナル、うみんぴあ大飯マリーナ、エル
ガイアおおい（関西電力㈱PR施設）、道の駅
うみんぴあ大飯があり、多くの観光客を集
める観光スポットとなっています。（写真-5,6）
毎年8月には、無形民俗文化財に指定されて
いる「大火勢（おおがせ）」をモチーフにした
「おおいのスーパー大火勢（花火大会）」が開
催されます。
最 後 に

なります
が、 本 誌
読者の皆
様におか
れまして
も、お近く
にお越し
の際には
和田港海
岸・みなと
オアシス
「うみん
ぴあ大飯」
に是非お
越し下さい。

写真-3　空中写真（平成13年4月）

鹿島港全景

鹿島港海岸北公共埠頭地区

鹿島港海岸南公共埠頭地区標準断面図（北公共埠頭地区）

写真-4　和田港海岸全景 写真-6　うみんぴあ大飯マリーナ

写真-1　和田港海岸海水浴場

写真-2　空中写真（昭和43年4月）

写真-5　うみんぴあ大飯全景

汀線の後退 汀線の前進

潜堤(整備中)

中央離岸堤
中央突堤
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はじめに
新舞子のある愛知県知多市は、知多半

島の北西部、名古屋市から約20ｋｍ南に
位置しています。市の西は伊勢湾に面し
約15ｋｍの海岸線を有していますが、そ
のほとんどが、臨海工業地帯となってい
ます。海岸線の南端には「新舞子海岸」が
あり、ウィンドサーフィンのメッカとして
大会も開催されています。「新舞子海岸」の
対岸には、人工島「新舞子マリンパーク」
があり、延長400ｍの人工海浜「ブルーサ
ンビーチ」には常設のビーチバレーコート、

ピクニック
やスポーツ
を楽しめる
芝生広場、
護岸を整備

した魚釣り施設などがあります。2基の風
車がトレードマークのマリンレジャース
ポットとして海水浴客だけでなく、１年を
通じて多くの人が訪れるまさにみんなの
オアシスとなっています。

新舞子でのイベント
5月には、ビーチライフin新舞子が開催

され、ビーチバレーやビーチ運動会を行
い、はだしで過ごす浜辺での楽しみ方を
提案しています。
7～ 8月にかけては、新舞子マリンパー

クの指定管理者によるイベントが毎週開
催され、多くの来訪者を楽しませていま
す。また、ウィンドサーフィンの全国大会
である伊勢湾CUPが毎年開催され全国か
ら多くの参加者が集まっています。また、

最近では、ウィンドサーフィンだけでなく、
スタンドアップパドルボード（SUP）など新
たなマリンスポーツを楽しむ人の姿が見
られ、SUPマラソンなど新たな大会が企
画されています。
8月末には新舞子ビーチフェスティバル

が開催され、ステージショーや花火の打
ち上げが行われ、夏の終わりを飾るみん
なの心に残るイベントとなっています。

おわりに
新舞子は名古屋から一番近いマリンレ

ジャースポットです。夏は多くのイベント
が開催され、その他の季節も清々しい海
辺の景観をお楽しみいただけます。本誌
読者の皆様も愛知県へお越しの際は、ぜ
ひ新舞子へお立ち寄りください。

日本海に面する丹後半島など京都の北
部は、古代より大陸との交流窓口として
栄えてきました。近年は京都縦貫自動車
道等高速道路の整備や大型クルーズ船
等に対応した埠頭整備などが進められて
おり、この地域への陸路・海路双方の人・
ものの流れの増大が見込まれています。
これを機会に、京都府では「海の京都」
構想を策定し、集中投資による基盤整備
や「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ
～（7/18 ～ 11/15)」などイベント開催を
通じた地域の魅力の全国発信で、京都
府北部地域を全国有数の競争力のある
観光圏とし、地域の賑わい創出を目指す

こととしています。
この地域の港湾である京都舞鶴港、宮
津港、久美浜港は構想推進の重要な拠
点として大きく期待されており、その整
備等を積極的に進めています。
まず、京都舞鶴港は、重要港湾であり
関西経済圏唯一の日本海側拠点港という
利点を生かし、国際コンテナや国際フェ
リー、外航クルーズ誘致のための施設整
備を進めています。
宮津港では、港内に松島、宮島と並ん
で日本三景の一つである「天橋立」があ
り、主に観光港として地域に貢献してい
ますが、「天橋立」を形成している砂浜が

長年の波の浸食によりやせ細ってきてい
ることから、新たに砂を導入し、自然の
波の力を利用して砂浜を復元させるサン
ドバイパス事業を行い、美しい景観の保
全に取り組んでいます。
久美浜港では、山陰海岸国立公園の東
端に位置する風光明媚な港としてのメ
リットを活かし、夏場の海水浴や冬のカ
キ・カニなど観光による賑わい創出に取
り組んでいます。
今後も、「海の京都」構想の推進に向け
て、施策に積極的に取り組むととともに、
市町等地域の関係機関・団体と連携し、
３港の活性化を図っていきます。

みなとオアシスちた新舞子（名古屋港）

「海の京都」で賑わい創出
近畿

中部

京都府建設交通部港湾課

知多市環境経済部商工振興課　

主事　早川　康裕

日本三景「天橋立」京都舞鶴港

新舞子ビーチフェスティバル(花火)スタンドアップパドルボード ビーチライフin新舞子(ビーチバレー ) ブルーサンビーチ

「海の京都」
シンボルマーク
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1．はじめに
鳥取港海岸は、古くから鳥取県東部の

海水浴場として利用されてきましたが、港
湾整備に伴う埋立により、これまでの海水
浴場が消滅することとなり、地元や鳥取市
からも要望があったことから、隣接する西
浜地区にこの代替施設を整備することとし
ました。
平成３年から海岸環境整備事業により

親水性の高い緩傾斜護岸や離岸堤（潜堤）、
遊歩道などの整備に着手し、利用しやす
く快適な海岸環境の創出を図るとともに、
海岸背後にある海岸防災林の整備と連帯
した「白砂青松」事業も進め、景観と海浜
利用に配慮した美しく快適な海岸整備を
行ってきました。

２．現在の利用状況
平成17年から地元の観光協会が海水浴場

の開設者となって安全確保を行っており、
毎年、多くの海水浴客で賑わっています。

海岸管理については、地域住民等によ
る海岸清掃ボランティアが行われ、美しい
白砂青松の海岸が保たれています。

３．鳥取港のにぎわいと交流の拠点
　　「鳥取・賀露みなとオアシス」
「鳥取・賀露みなとオアシス」はみなとオ
アシス第1号として、平成16年1月30日に認
定を受けました。水産物直売所「海鮮市場
かろいち」やカニが主役の小水族館「か
にっこ館」、農産物直売所「わったいな」な
どの観光スポットが連なり、多機能な‘み
なと空間’が形成され、年間約100万人の
来場者があります。さらに周辺は、鳥取砂
丘や浦富海岸等の風光明媚な魅力あふれ
る観光地が存在しており、また、平成22
年10月には「山陰海岸ジオパーク」として世
界ジオパークネットワークに加盟認定さ
れ、このジオパークとの連携により今後更
なる観光客の増加につなげていきたいと
考えています。

○はじめに
松山港海岸は、愛媛県松山市の北西部に

位置し、伊予十二景にも選ばれた白砂青松
の美しい海岸であり、海水浴やマリンレ
ジャー、地域住民の憩いの場として利用さ
れてきました。
一方、既設堤防は、施設の老朽化が進み、

堤防前面の砂浜は、波浪による浸食作用で
汀線が年々後退するなど、海岸防護機能が
著しく低下していたことから、背後の住宅
地では台風時の越波による高潮被害を多く

受けていました。
このため、高潮対策事業として平成12年

度～平成19年度にかけて松山港海岸の整備
を行いました。

○整備の概要及び効果について
松山港海岸の整備にあたっては、防護機

能に加え、自然環境の保全や海岸の利用に
配慮した施設とするために、緩傾斜階段式
堤防と養浜を組み合わせた面的防護方式を
採用しました。面的防護方式の採用により、
既設堤防からの嵩上げ高さを約30cmに抑え
つつ、スロープや散策路を設置することで、
快適な空間を創出することができました。
また、海岸前面にはコアマモが群落を形

成していたことから、養浜前にコアマモを隣
接海域へ一度移植し、養浜を行った後に元
の場所へ再移植することで、自然環境の保
全に努めました。移植後に行ったモニタリ

ング調査では、コアマモの分布域が広がる
など、順調な生育が確認されています。
このほかに、海岸整備に伴う波及的効果

として、地域イベントや環境学習の場として
も海岸が利用されるようになりました。また、
本事業と連携し、松山市が海岸の背後に緑
地公園やビオトープなどを整備したことで、
以前にも増して地域に親しまれる海岸と
なっています。

○おわりに
事業が完了して7年が経過しますが、事業

完了後は、背後地域において高潮による越
波及び浸水被害は発生していません。
今後の海岸整備においても、防護機能に

加え自然環境を保全しつつ、地域に親しま
れるより良い海岸整備に努めてまいります。

鳥取県県土整備部空港港湾課鳥取港海岸とその周辺

松山港海岸　
直轄海岸保全施設整備事業について

四国

中国

　国土交通省　四国地方整備局
松山港湾・空港整備事務所

利用者で賑わう鳥取港海岸西浜地区

砂浜利用の様子（ビーチサッカー）

海岸ボランティアの様子 鳥取・賀露みなとオアシス

松山港海岸全景

鳥取港海岸西浜地区と背後地の状況

整備後整備前 海水浴客で賑わう海岸

地場産プラザ
「わったいな」

位置図
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●松浦沿岸地域（佐賀県北部）の
　海岸について
佐賀県北部に位置する松浦沿岸は、

県内の総延長が259kmにおよび、大部分
が玄海国定公園内にあります。公園内は、
自然の風景地を保護するとともに、リク
リエーション的な利用の増進を図っていま
す。景勝地としては海食洞・柱状節理の
「七ツ釜」、玄武岩の岩脈により形成さ
れた「立神岩」等が有名です。また、「虹ノ
松原」は、日本三大松原の一つとして知ら
れており、多くの観光客が訪れています。

●高潮対策事業について
松浦沿岸に位置する唐津市呼子町の呼

子港海岸（殿ノ浦地区）において、平成12
年度より高潮対策事業を行っています。
呼子港海岸背後は急傾斜地で、幅40～
50ｍの狭い範囲に旅館、事業所や住宅が
密集している状況です。対策前の護岸は、
空石積で竣功年度も不明で老朽化が著し
く、一部崩壊箇所も見られ、高潮発生時
には、浸水被害も発生していました。この
ため、高潮や侵食被害から護岸背後地を
保護し、県民安全度の向上を図ることを
目的に、護岸（補強）整備を進めています。

また、観光地であることから、親水性や景観
にも十分に配慮して事業を行っています。
　　
●おわりに
呼子町は、呼子のイカや呼子大橋、呼
子の朝市などで全国的に知られていま
す。前述した七ツ釜の遊覧船も発着して
います。皆様、ぜひ、呼子町に観光に来
てください。そして、殿ノ浦地区にも足
を運んでください。海沿いをゆっくり散
策することができます。

那覇港とその周辺は、『万国津梁の鐘』（※1）
の鐘銘にも詠われている様に、琉球王国の時
代から、国内外の様々な人・物・文化が流入し、
交流の場として賑わうロマンに満ちた場所で
した。
現在でも那覇港周辺には、その当時の防塁

などが残り、かつての繁栄と賑わいを今に伝
えています。
近年、那覇港では、クルーズ船の寄港が増

えており、昨年は過去最高の80回の寄港があ
り、およそ12万人もの観光客がクルーズ船を
利用して訪れています。
那覇港は、市街地と隣接しているという地

理的特性、観光客の皆様と地域の方々との交
流の場、また、沖縄本島の西岸に位置する美
しいサンセットの景観等を活かして、誰もが
憩える魅力あるウォーターフロントの形成を目
指し、沖縄県で3番目の「みなとオアシス」へ登
録されました。

「みなとオアシスなは」は、那覇クルーズター
ミナルを中心に、那覇ふ頭船客待合所、波の上
ビーチ、波の上うみそら公園、若狭海浜公園、
三重城小船溜、泊いゆまち、とまりん、とまり
緑地の9つの施設で構成され、ウォーターフロ
ントと市街地、また、地域住民と観光客の交流
連携による活気あふれる「みなとまちづくり」の
実現を目的としています。
「みなとオアシスなは」登録証の交付は、去っ
た4月5日に開催された「波の上うみそら公園」
「波の上ビーチ」の海開きにおいて大勢の来場
者のもと行われました。
式典は、地域の子供たちによるエイサーで

幕を開け、内閣府沖縄総合事務局長より那覇
港管理組合管理者へ認定証が授与されまし
た。
引き続き行われた海開きのセレモニーでは、

子供たちによる海開き宣言等の後、元気な子
供たちが海へ飛び込んで、初泳ぎを楽しみ、「み

なとオアシ
スなは」認定
後、初のイ
ベント会場
となった「波
の上ビーチ」
や「波の上う
みそら公園」
は、一日中
子供たちの
大きな歓声
で賑わいました。
本誌読者の皆様も、是非、遊びに来ていた

だき、沖縄の青い海と空を存分に満喫してい
ただければと思います。

沖縄

九州
松浦沿岸地域（佐賀県北部）と
呼子港海岸のご紹介

『みなとオアシスなは』の登録証が
交付されました

佐賀県　県土づくり本部　交通政策部　港湾課
主査　立花　美奈

那覇港管理組合　企画建設部　企画室

那覇港に停泊する大型クルーズ船 波の上うみそら公園からの夕景

「みなとオアシスなは」登録証授与式
（平成27年4月5日）

殿ノ浦地区(完了区間)

虹ノ松原 七ツ釜 呼子朝市

呼子のイカ（活き造り）

子供達によるエイサーの演舞
波の上うみそら公園･波の上ビーチ海開き

（平成27年４月５日）

※1『万国津梁の鐘』は1458年に鋳造され首里城正殿に
掲げられていたといわれる鐘で、「琉球国は南海の
景勝の地にあって、船を使い万国津梁（世界の架け
橋）の役割を果たしている」との文が刻まれている。

位置図

航空写真(呼子港海岸)
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中城湾港海岸（豊原地区）→　　p.38195

高知港海岸→　　p.37195

宇治山田港海岸→　　p.36195

伊豆諸島→　　p.35195

中之作港　　→p.34195

紋別港海岸→　　p.34195

千里浜海岸→　　p.35195

相生港海岸→　　p.36195

田儀港海岸→　　p.37195

三池港海岸→　　p.38195

久美浜港→p.40・　　p.50

霧多布港海岸→　　p.48194

飛島・田下海岸→　　p.48
たのしり

194

東京港→　　p.49194

・　　p.50194

東予港海岸（神拝地区）→　　p.51194

博多港海岸→　　p.52194

山口県→　　p.51194

194

新潟港海岸→　　p.49194

中城湾港（泡瀬地区）→　　p.52194

193野比海岸→　　p.31193

八竜海岸→　　p.30193

奥尻港海岸→　　p.30193

国分海岸→　　p.31193

神戸港→　　p.32193

・　　p.33193

北九州港→　　p.34193

平良港海岸→　　p.35193

白鳥港海岸→　　p.33193
半田運河→　　p.32193

松島湾→　　p.66192

稚内港海岸→　　p.66192

新潟西海岸→　　p.67192

宮津港→p.40・　　p.68192

笠岡湾→　　p.69192

下関港海岸→　　p.70192

那覇港・　　p.70192

浅川港海岸→　　p.69192

栗真町屋海岸→　　p.68192

館山港海岸→　　p.67192

中城湾港海岸（与那原地区）→　　p.47191

別府港海岸→　　p.47191 奈半利港→　　p.46191

鳥羽港→　　p.45191
津松坂港→　　p.45191

三河湾→　　p.45191

名古屋港→　　p.45191

沼津港→　　p.45191

茨城港（大洗港区）→　　p.44191

松島海浜公園（どんぐり浜）→　　p.43191

・　　p.43191

・　　p.44191

岬町→　　p.45191

広島港海岸→　　p.46191

網走港海岸（海岸町地区）→p.38

北海道／

東北／

仙台塩釜港石巻港区→p.38

鹿島港海岸→p.39

関東／

中部／

新舞子（名古屋港）→p.40

和田港海岸→p.39

北陸／

中国／
鳥取港海岸→p.41

近畿／
京都舞鶴港→p.40

四国／

松山港海岸→p.41

九州／
松浦沿岸地域（佐賀県北部）→p.42

沖縄／
那覇港→p.42
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①東日本大震災で被災した港湾・海岸の復旧状況
○東日本大震災では八戸港から鹿島港など27港［※1］が被災しました。その被災報告額は約4,138億円に及んでいます。
○各港に設置された協議会において策定された「産業・物流復興プラン」に基づき、復旧工程計画に定められた（復旧に期間を
要する防波堤等を除く）全ての港湾施設について本格復旧を目指します。また、復旧に期間を要する港湾防波堤、海岸保全
施設については、工程管理等適切に実施し早期の完了を目指します。

1（a）港湾の復旧状況（暫定利用可能岸壁数）（平成27年2月末現在）
八戸港以南の水深4.5m以深の公共岸壁（公社含む）が対象。

※1　上記１７港の他、御崎港、雄勝港、金華山港、表浜港、荻浜港、川尻港、河原子港、土浦港、潮来港、軽野港にて被災し、計２７港が被災。
※2　�港長（海上保安部）、港湾管理者、地方整備局（東北、関東）の確認により暫定利用が可能と判断された施設。�

施設の大部分で復旧工事が必要であり、利用にあたっては、吃水制限や上載荷重制限がかかっている施設もある。�
②暫定利用可能バース数には、③本復旧済みバース数も含む。

※3　査定を受けて採択された災害復旧事業が完了したバース数（被害のない施設も含む）。
※4　着手済みは工事契約済みの施設。

港名 港格 ①震災前
　  バース数

②暫定利用
   可能バース数

※ 2
（②／①）

③本復旧済み
バース数

※ 3
（③／①）

④本復旧工事
     着手済みバース数

※ 4
（④／①）

1 八 戸 港 重要 44 44 100% 44 100% 44 100%

2 久 慈 港 重要 24 24 100% 24 100% 24 100%

3 宮 古 港 重要 26 26 100% 26 100% 26 100%

4 釜 石 港 重要 7 7 100% 5 71% 7 100%

5 大 船 渡 港 重要 10 10 100% 6 60% 10 100%

6 仙 台 塩 釜 港
（ 石 巻 港 区 ） 国際拠点 31 31 100% 27 87% 27 87%

7 仙 台 塩 釜 港
（ 塩 釜 港 区 ） 国際拠点 20 20 100% 6 30% 18 90%

8 仙 台 塩 釜 港
（ 仙 台 港 区 ） 国際拠点 22 22 100% 22 100% 22 100%

9 相 馬 港 重要 13 13 100% 13 100% 13 100%

10 小 名 浜 港 重要 72 64 89% 64 89% 72 100%

11 茨 城 港
（ 日 立 港 区 ） 重要 18 18 100% 18 100% 18 100%

12 茨 城 港
（常陸那珂港区） 重要 25 25 100% 25 100% 25 100%

13 茨 城 港
（ 大 洗 港 区 ） 重要 13 13 100% 13 100% 13 100%

14 鹿 島 港 重要 18 18 100% 18 100% 18 100%

小計（国際拠点港湾・重要港湾） 343 335 98% 311 91% 337 98%

1 八 木 港 地方 4 4 100% 4 100% 4 100%

2 小 本 港 地方 1 1 100% 0 0% 1 100%

3 気 仙 沼 港 地方 6 6 100% 3 50% 6 100%

4 女 川 港 地方 4 4 100% 2 50% 4 100%

5 久 之 浜 港 地方 1 1 100% 1 100% 1 100%

6 江 名 港 地方 7 7 100% 0 0% 7 100%

7 中 之 作 港 地方 7 7 100% 7 100% 7 100%

小計（地方港湾） 30 30 100% 17 57% 30 100%

合計 373 365 98% 328 88% 367 98%
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（b）港湾海岸の復旧状況（平成27年3月末現在）
港湾海岸の復旧状況

（参考2）海岸の復旧状況の推移（被災6県計）
地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

平成 24.3 末時点 983 471 76 （16%） 9 （2%）

平成 25.3 末時点 983 471 196 （42%） 60 （13%）

平成 26.3 末時点 983 471 318 （68%） 86 （18%）

（注）警戒区域内（福島第一原子力発電所から半径20km圏内）を除く
　　平成26年9月末より、復旧を行わないとした3地区海岸を除外   

地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

被 災 ６ 県 計 113 59 46 （78%） 11 （19%）

青 森 県 34 1 1 （100%） 1 （100%）

岩 手 県 14 13 12 （92%） 2 （15%）

宮 城 県 35 32 20 （63%） 2 （6%）

福 島 県 11 8 8 （100%） 1 （13%）

茨 城 県 7 3 3 （100%） 3 （100%）

千 葉 県 12 2 2 （100%） 2 （100%）

（参考１）海岸全体の復旧状況（農林水産省及び水産庁所管海岸を含む）
地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

被 災 ６ 県 計 983 501 397 （79%） 105 （21%）

青 森 県 275 7 7 （100%） 7 （100%）

岩 手 県 120 108 100 （93%） 19 （18%）

宮 城 県 286 265 182 （69%） 36 （14%）

福 島 県 109 85 72 （85%） 7 （8%）

茨 城 県 82 26 26 （100%） 26 （100%）

千 葉 県 111 10 10 （100%） 10 （100%）
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②「港湾の事業継続計画」における全国の検討状況一覧 （平成27年3月末現在）

【地域の「港湾の事業継続計画」等】
地域名 協議会等 設立時期 検討状況 策定時期

北 海 道 道央圏港湾連携による防災機能強化方策検討会 H23.9.7 ◎ H24.4
北 海 道 北海道太平洋側港湾BCP策定検討会 H27.2.16 ○ （H27d）
東 北 東北広域港湾防災対策協議会 H25.3.5 ◎ H27.2
東 京 湾 港湾 BCP による協働体制構築に関する東京湾航行支援協議会 H21.9.8 ◎ H27.3
関 東 関東港湾広域防災協議会 H26.3.27 ○ （H27d）
北 陸 北陸地域における港湾の地震・津波対策協議会 H25.3.8 ○ （H28d）
伊 勢 湾 伊勢湾港湾機能継続計画検討会議 H25.11.27 ○ （H27d）
大 阪 湾 大阪湾港湾機能継続計画推進協議会 H23.9.16 ◎ H24d ◎ 策定済み 7 件
広 島 湾 広島湾連携 BCP 関係者会議 H22.10.4 ◎ H24.2 ○ 策定中 4 件
四 国 四国の港湾における地震・津波対策検討会議 H23d ◎ H26.3 － 準備中 0 件
九州東岸地域 九州東岸地域の港湾における地震・津波対策検討会議 H23d ◎ H24.7 合　計 11 件

【各港別「港湾の事業継続計画」】
港名 協議会等 設立時期 検討状況 策定時期

苫 小 牧 港 苫小牧港港湾 BCP 策定協議会 H26.7.1 ◎ H27.3 策定
釧 路 港 釧路港港湾 BCP 協議会 H24.11.28 ◎ H26.3 策定
八 戸 港 八戸港港湾機能継続協議会 H25.6.14 ◎ H25.3 策定
青 森 港 青森港港湾機能継続協議会 H25.7.29 ◎ H26.3 策定
むつ小川原港 むつ小川原港港湾機能継続協議会 （H27d） － （H27d）
宮 古 港 宮古港港湾機能継続協議会 H27.2.24 ○ （H27d）
大 船 渡 港 大船渡港港湾機能継続協議会 H27.2.26 ○ （H27d）
久 慈 港 久慈港港湾機能継続協議会 H27.2.23 ○ （H27d）
釜 石 港 釜石港港湾機能継続協議会 H25.8.2 ○ （H27d）
仙 台 塩 釜 港 仙台塩釜港港湾機能継続協議会 H25.7.23 ◎ H27.3 策定
秋 田 港 秋田港港湾機能継続協議会 H25.5.29 ◎ H26.10 策定
船 川 港 船川港港湾機能継続協議会 H25.5.29 ◎ H26.10 策定
能 代 港 能代港港湾機能継続協議会 H25.5.29 ◎ H26.10 策定
酒 田 港 酒田港港湾機能継続協議会 H25.5.28 ◎ H27.3 策定
小 名 浜 港 小名浜港港湾機能継続協議会 H25.7.24 ◎ H26.11 策定
相 馬 港 相馬港港湾機能継続協議会 H27.3.3 ○ （H27d）
茨 城 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する茨城港連絡協議会 H24.7.26 ○ （H27d）
鹿 島 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する鹿島港連絡協議会 H24.7.27 ○ （H27d）
千 葉 港 千葉港 BCP 連絡協議会 H24.10.10 ◎ H26.6 策定
木 更 津 港 木更津港 BCP 連絡協議会 H25.2.27 ◎ H26.6 策定
東 京 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する東京港連絡協議会 H24.5.18 ◎ H25.3 策定
横 浜 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する横浜港連絡協議会 H21.9.8 ◎ H27.3 策定
川 崎 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する川崎港連絡協議会 H23.2.21 ◎ H27.3 策定
横 須 賀 港 港湾 BCP による協働体制構築に関する横須賀港連絡協議会 H24.3.30 ◎ H27.3 策定
新 潟 港 新潟港港湾 BCP 協議会 H25.3.15 ◎ H26.3 策定
両津港・小木港 佐渡地域港湾 BCP 協議会 H25.10.25 ◎ H26.3 策定
直 江 津 港 直江津港港湾 BCP 協議会 H25.11.29 ◎ H27.2 策定
伏 木 富 山 港 伏木富山港災害時における官民連携協議会 H25.2.25 ◎ H26.12 策定
七 尾 港 七尾港災害時連携協議会 H25.3.27 ◎ H27.3 策定
金 沢 港 金沢港災害時連携協議会 H24.7.2 ◎ H26.3 策定
敦 賀 港 事業継続検討会 H25.3.19 － （H27d）
清 水 港 清水港防災対策連絡協議会 H25.7.8 ◎ H27.2 策定
田 子 の 浦 港 田子の浦港防災対策連絡協議会 H25.9.24 ◎ H26.3 策定
御 前 崎 港 御前崎港みなと機能継続計画策定協議会 H26.1.23 ◎ H26.7 策定
名 古 屋 港 名古屋港 BCP 協議会 H24.11.13 ◎ H26.3 策定
衣 浦 港 衣浦港・三河港港湾 BCP 検討会　衣浦港港湾 BCP 作業部会 H25.11.11 ◎ H27.3 策定
三 河 港 衣浦港・三河港港湾 BCP 検討会　三河港港湾 BCP 作業部会 H25.11.11 ◎ H27.3 策定
四 日 市 港 四日市港港湾機能継続計画作業部会 H24.11.27 ◎ H26.3 策定
津 松 阪 港 津松阪港港湾機能継続計画作業部会 H25.1.22 ◎ H26.3 策定
舞 鶴 港 京都舞鶴港港湾 BCP 協議会 H27.3.16 ○ （H28d）
大 阪 港 大阪港 BCP・海上対策関係小会議 H27.3.25 ○ （H27d）
堺 泉 北 港 堺泉北港港湾機能継続計画協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
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阪 南 港 阪南港港湾機能継続計画協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
和歌山下津港 和歌山下津港港湾機能継続協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
日 高 港 日高港港湾機能継続協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
鳥 取 港 鳥取港港湾 BCP 策定協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
境 港 境港港湾 BCP 策定協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
浜 田 港 浜田港港湾 BCP 策定協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
三 隅 港 三隅港港湾 BCP 策定協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
西 郷 港 西郷港港湾 BCP 策定協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
岡 山 港 岡山港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
宇 野 港 宇野港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
水 島 港 水島港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
福 山 港 福山港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
尾道糸崎港 尾道糸崎港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
広 島 港 広島港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
呉 港 呉港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
岩 国 港 岩国港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
徳山下松港 徳山下松港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
三田尻中関港 三田尻中関港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
宇 部 港 宇部港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
小 野 田 港 小野田港港湾 BCP 協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
徳 島 小 松 島 港 大規模災害時における徳島小松島港の機能継続協議会 H24.10.30 ◎ H26.3 策定
橘 港 大規模災害時における橘港の機能継続計画検討会 H26.12.8 ○ （H27d）
高 松 港 高松港連絡協議会 H22.2.1 ◎ H23.9 策定
松 山 港 災害時松山港活用方策検討関係者会議 H26.1.17 ◎ H27.3 策定
高 知 港 高知港機能継続連絡協議会 H23.10.31 ◎ H25.2 策定
須 崎 港 須崎港機能継続連絡協議会 H25.9.5 ◎ H26.3 策定
宿 毛 湾 港 宿毛湾港機能継続連絡協議会 H25.12.2 ◎ H27.3 策定
下 関 港 下関港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H27d）
北 九 州 港 北九州港事業継推進連絡会 H26.2.21 ◎ H27.3 策定
博 多 港 博多港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
苅 田 港 苅田港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
三 池 港 三池港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
唐 津 港 唐津港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
伊 万 里 港 伊万里港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
佐 世 保 港 佐世保港事業継続推進連絡会（仮称） （H28d） － （H28d）
長 崎 港 長崎港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
福 江 港 福江港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
郷 ノ 浦 港 郷ノ浦港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
厳 原 港 厳原港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
熊 本 港 熊本港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
三 角 港 三角港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
八 代 港 八代港事業継続推進連絡会（仮称） （H27d） － （H28d）
中 津 港 中津港港湾 BCP 連絡協議会 H27.3.11 ◎ H27.3 策定
別 府 港 別府港港湾 BCP 連絡協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
大 分 港 大分港港湾 BCP 連絡協議会 H26.5.22 ◎ H26.10 策定
津 久 見 港 津久見港港湾 BCP 連絡協議会 H27.2.10 ◎ H27.2 策定
佐 伯 港 佐伯港港湾 BCP 連絡協議会 H27.1.27 ◎ H27.1 策定
細 島 港 細島港港湾事業継続推進協議会 H25.1.25 ◎ H25.3 策定
宮 崎 港 宮崎港港湾事業継続推進協議会 H25.8.30 ◎ H25.11 策定
油 津 港 油津港港湾事業継続推進協議会 H25.11.18 ◎ H26.2 策定
鹿 児 島 港 鹿児島港港湾事業継続推進協議会（仮称） （H27d） － （H28d）
志 布 志 港 志布志港港湾 BCP 策定検討会 H27.3.11 ○ （H27d）
川 内 港 川内港港湾事業継続推進協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
名 瀬 港 名瀬港港湾事業継続推進協議会（仮称 （H27d） － （H27d）
西 之 表 港 西之表港港湾事業継続推進協議会（仮称） （H27d） － （H27d）
那 覇 港 那覇港防災 ･ 減災計画検討委員会 H27.2 ○ （H27d） ◎ 策定済み 44 件
平 良 港 平良港港湾 BCP 連絡協議会（仮称） （H27d） － （H27d） ○ 策定中 12 件
石 垣 港 石垣港港湾 BCP 連絡協議会（仮称） （H28d） － （H28d） － 準備中 45 件
中 城 湾 港 中城湾港港湾 BCP 連絡協議会（仮称） （H27d） － （H27d） 合　計 101 件

※　組織名称を途中で変更している協議会等については設立時期が異なる場合もある。
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データで見る海岸・防災データで見る海岸・防災
③各地域における東日本大震災以降の想定津波の検討状況（平成27年3月末現在）

　　［凡例］　◎：検討結果公表済、○：検討中、（　）内は公表日または検討開始日、☆：津波防災地域づくり法に基づき設定

地方 地域
L1 津波の検討状況 L2 津波の検討状況

想定津波高
（T.P.）

想定津波高
（T.P.）

北海道 北海道

太 平 洋 側 ◎
（H25.2）

1.3 〜 12.8 ｍ
※津波のせり上がり高

◎
（H24.6） 1.1 〜 34.6 ｍ

日 本 海 側 ー ○
（H24 年度〜） ☆

オホーツク海側 ー ー

東 北

青森県

太 平 洋 側
◎

（開始 H24.2 〜）
（八戸港公表 H25.3）

2.1 〜 7.0 ｍ
八戸港内のみ公表

◎
（公表 H24.10） ☆ 4.4 〜 23.5 ｍ

陸 奥 湾 ー ◎
（公表 H25.2） ☆ 0.8 〜 3.7 ｍ

日 本 海 側 ー ○
（公表 H25.1） 1.6 〜 11.5 ｍ

秋 田 県 ◎
（H25.9） 3.0 〜 6.0 ｍ ◎

（H24.12） 9.8 〜 14.4 ｍ

山 形 県 ◎
（H27.3） 3.6 〜 4.5 ｍ ◎

（H24.3） 7.3 〜 8.8 ｍ

岩 手 県 ◎
（H23.10） 4.8 〜 13.7 ｍ ◎

（H23.10） 非公表

福 島 県 ◎
（H23.10） 2.4 〜 8.7 ｍ ○

（H23.7 〜） ☆ 未公表

宮 城 県 ◎
（H23.9） 1.5 〜 13.7 ｍ ◎

（H23.9） 2.4 〜 24.0 ｍ

関 東

茨 城 県 ◎
（H24.8）

3.1 〜 4.2 ｍ
※各地域海岸の最大水位

◎
（H24.8） ☆ 4.1 〜 14.8 ｍ

千葉県 東京湾沿岸
千葉東沿岸

◎
（東京湾 H25.3）
（千葉東 H25.5）

2.6 〜 4.9（東京湾）
1.2 〜 7.8（千葉東） ○

東京都

東 京 湾 内 設定不要
◎

（H24.4 元禄型関東地震、
東京湾北部地震）

2.6 ｍ

伊 豆 
小 笠 原 諸 島

◎
（H26.1） 2.5 〜 6.8 m

◎
（H24.4：元禄型関東地震）
（H25.5：南海トラフ巨大地震・

元禄型関東地震）

7.3 〜 24.5 ｍ

神 奈 川 県　　　 ◎
（H27.1） 1.8 〜 7.1 ｍ ◎

（H27.3） ☆ 3.5 〜 24.9 ｍ

北 陸

新 潟 県 ○
（H25.10 〜）

◎
（H25.12）

※修正版
0.7 〜 7.3 ｍ

富 山 県 ー ◎
（H24.3） 0.1 〜 7.1 ｍ

石 川 県 ー ◎
（H24.4） 0.5 〜 18.6 ｍ

福 井 県 ー ◎
（H24.9） 0.8 〜 8.7 ｍ

中 部

静 岡 県 ◎
（H25.6.27） 1.0 〜 11.0 ｍ ◎

（H25.6.27）

☆
（H25.11.5 
駿河・南海
トラフ側）

1.0 〜 33.0 ｍ

愛 知 県 ◎
（H26.11 〜） 2.6 〜 10.2 m ◎

（H26.11 〜） ☆ 2.2 〜 20.6 m

三 重 県 ◎
（H26.3 〜） 2.3 〜 11.7 m ◎

（H27.3） ☆ 4.0 〜 27.0 ｍ
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［凡例］　◎：検討結果公表済、○：検討中、（　）内は公表日または検討開始日、☆：津波防災地域づくり法に基づき設定

地方 地域
L1 津波の検討状況 L2 津波の検討状況

想定津波高
（T.P.）

想定津波高
（T.P.）

近 畿

大 阪 府 ○
（H24.11 〜）

○
（H24.11 〜） ☆

兵 庫 県 ○
（H24.6 〜）

◎ H25.12（大阪湾・淡路）
（H26.2 播磨）

○（H24.4 〜）（但馬）
2.0 〜 8.1 ｍ

和 歌 山 県
◎

（H26.10: 東海・東南海・
南海３連動地震）

〜 9.9 ｍ ◎
（H25.3） ☆ 〜 18.3 ｍ

京 都 府 ー ○
（H26.12 〜）

中 国

岡 山 県 ◎
（H26.4.15） 1.9 〜 3.0 ｍ ◎

（H25.3及びH25.7）※1 ☆ 2.3 〜 3.3 ｍ

広 島 県 ◎
(H26.9） 2.1 〜 3.1 ｍ ◎

（H25.3） ☆ 3.1 〜 4.0 ｍ

山口県
瀬 戸 内 海 側 ○

（H24.5 〜）
◎

（H25.12） ☆ 3.0 〜 3.8 ｍ

日 本 海 側 ○
（H24.5 〜）

◎
（H27.3） ☆ 2.0 〜 4.4 m

鳥 取 県 ○
（H23.7 〜）

○
（H23.7 〜） 3.2 〜 7.6 ｍ

島 根 県 ○
（H22.11 〜）

○
（H22.11 〜）

四 国

高 知 県 ◎
（H25.11） 2.7 〜 19.3 ｍ ◎

（H24.12） ☆ 13.0 〜 34.0 ｍ

徳 島 県 ◎
（H25.3） 2.0 〜 13.1 ｍ ◎

（H24.10） ☆ 2.1 〜 20.9 ｍ

香 川 県 ◎
（H26.3） 2.3 〜 3.2 ｍ ◎

（H25.3） ☆ 2.8 〜 3.8 ｍ

愛 媛 県 ◎
（H26.6） 2.4 〜 5.4 ｍ ◎

（H25.6） ☆ 3.1 〜 21.3 ｍ

九 州

福 岡 県 ○
（H26.3 〜）

◎
（H24.5） 0.5 〜 2.5 ｍ

佐 賀 県 ー ○
（H25.4 〜）

長 崎 県 ○
（H24.4 〜）

◎
（H26.3） ☆ 2 〜 7 ｍ

熊 本 県 ー ◎
（H25.3） ☆ 2.0 〜 3.8 ｍ

大 分 県 ○
（H25.6 〜）

◎
（H25.2） ☆ 2.7 〜 13.5 ｍ

宮 崎 県 ◎
（H25.12） 2.4 〜 7.8 ｍ ◎

（H25.2） ☆ 8.8 〜 16.0 ｍ

鹿 児 島 県 検討済
（H27.3） 未公表 ◎

（H26.9） ☆ 2.2 〜 12.8 ｍ

沖 縄 沖 縄 県 ○ ◎
（H27.3） ☆ 2.8 〜 34.3 ｍ

　※１：�岡山県においては、津波防災地域づくり法に基づいた津波浸水想定を行い、浸水想定図等をH25.3に公表していたが、地域防災計画の見直しを進
めるに当たり、新たに国の被害想定に準じて「津波の越流後に堤防等が破壊される」条件での津波浸水想定を行い、地震・津波被害想定をH25.7に
公表している。
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④港湾海岸における水門・陸閘等の状況（平成27年3月末現在）
○津波・高潮等の災害が発生した際に、水門・陸閘等の現場操作員の安全を確保しつつ確実に閉鎖するため、操作規則に基
づく操作・退避ルールの徹底や統廃合、常時閉鎖、自動化・遠隔操作化の取組を進めています。� � � � �
○港湾海岸では、堤防や護岸、胸壁の前面の港湾等を利用する車両や人の通行のために多くの陸閘が設置されています。� �
○現在、各海岸管理者において、水門・陸閘等の効果的な管理運用体制の構築を進めています。�� � � �

地方 都道府県

　水門・陸閘等の施設総数
これまでに
統廃合した

施設数
自動化・

遠隔操作化等
の施設注１

現場で操作を伴う施設

常時閉鎖

北海道 北 海 道 158 10 148 65 6

東 北

青 森 県 30 0 30 26 0

岩 手 県 9 0 9 0 23

宮 城 県 130 2 128 31 0

秋 田 県 － － － － －

山 形 県 － － － － －

福 島 県 － － － － －

関 東

茨 城 県 － － － － －

千 葉 県 104 19 85 23 0

東 京 都 64 15 49 9 13

神 奈 川 県 　　　 64 1 63 6 0

北 陸

新 潟 県 10 0 10 10 0

富 山 県 － － － － －

石 川 県 54 0 54 54 1

福 井 県 － － － － －

中 部

静 岡 県 195 45 150 71 4

愛 知 県 333 20 313 52 29

三 重 県 1,103 24 1,079 60 11

津松阪港海岸（直轄） 1 0 1 0 0

近 畿

京 都 府 2 0 2 0 0

大 阪 府 433 11 422 48 3

兵 庫 県 1,065 44 1,021 166 0

和 歌 山 県 332 24 308 80 50

和歌山下津港海岸（直轄） 1 0 1 1 0
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地方 都道府県

　水門・陸閘等の施設総数
これまでに
統廃合した

施設数
自動化・

遠隔操作化等
の施設注１

現場で操作を伴う施設

常時閉鎖

中 国

鳥 取 県 28 0 28 27 0

島 根 県 2 0 2 1 0

岡 山 県 350 0 350 60 2

広 島 県 1,837 6 1,831 65 37

広 島 港 海 岸（ 直 轄 ） 96 0 96 10 0

山 口 県 1,258 7 1,251 143 23

下 関 港 海 岸（ 直 轄 ） 1 0 1 1 0

四 国

徳 島 県 451 65 386 144 47

撫 養 港 海 岸（ 直 轄 ） 14 0 14 8 6

香 川 県 1,274 0 1,274 38 27

愛 媛 県 491 51 440 231 1

高 知 県 381 19 362 23 146

九 州

福 岡 県 58 0 58 9 3

佐 賀 県 69 22 47 8 0

長 崎 県 1,010 16 994 11 81

熊 本 県 187 121 66 10 0

大 分 県 295 55 240 81 3

宮 崎 県 45 0 45 4 0

鹿 児 島 県 74 4 70 8 0

沖 縄 沖 縄 県 38 1 37 0 0

注１：�「自動化・遠隔操作化等の施設」は、自動化、遠隔操作化及びフラップゲートの施設
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今月号では、東日本大震災から復興５年目ということで、青森県、岩手県、宮城県、福

島県の主な港湾の復旧・復興状況について紹介させていただきました。

時の経過とともに、日常を取り戻すことができている人も多い反面、避難生活が困難

な状況の中、復興への長い道のりを覚悟しながらも、 必死に頑張っている人がたくさんい

らっしゃいます。

これからも、被災地の復興のために私たちができることは何なのかを考えて行動して

いくことが必要だと思います。

また、６月も終わり、いよいよ夏本番となります。これから夏季のマリンレジャーシー

ズンとなりますが、海での事故に十分注意して楽しい思い出をつくっていただきたいと思

います。

編 　 集 　 後 　 記
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波となぎさ
No.196

原稿募集のお知らせ

　本誌では、読者相互の交流・情報交換を図るため、読者の皆様からの投稿コーナーを設けています。採用させて
いただいた方には薄謝、掲載誌を差し上げます（応募者多数の場合は、すべて掲載できないこともあります）。皆
様のご応募、お待ちしております。

■コラム「私と海岸」（毎号２名程度掲載予定）

　ビーチ・海岸に関わる趣味の話、体験談、失敗談、おもしろ話、身近なこと、旅行話等、なんでも結構ですので、
気軽にご投稿ください。
　❶文字数：1,000〜1,500字程度（本誌１ページ分）　　❷テーマに沿ったお写真2〜3枚程度

■「TOPICS」
　「『波となぎさ』に掲載された活動の“その後”をお知らせしたい」、「今、こんな取り組みをしています」
　—そうした情報の原稿をお待ちしています。
　❶文字数：1,500字程度（本誌１ページ分）　　　　　　❷テーマに沿ったお写真、図表２〜４枚程度

■「ビーチライフ」
　皆様の「ビーチライフ」に関するさまざまな活動や体験についての原稿を募集します。
　❶文字数：4,000〜6,000字程度（本誌２ページ分）　　❷テーマに沿ったお写真、図表３〜７枚程度

■原稿送付先 ： 郵送、FAX、メールにて承ります。
　原稿形式は、データ、原稿用紙いずれも承ります。原稿送付の際には後日編集部からご連絡させていただきます
ので、ご連絡先等を必ず明記してください。
　❶郵送先：〒107-0052　東京都港区赤坂3-3-5　住友生命山王ビル８階　日本港湾協会内　港湾海岸防災協議会
　　「波となぎさ」編集担当宛
　❷FAX：03-3505-5400　
　❸	e-mail：naminagi@tbss.co.jp
※原稿に関するお問い合わせは上記連絡先❸へメールにてお問い合わせください。
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私たちの暮らしている社会は
少しずつ変化し、成長しています。
若築建設は、しっかりと今を見つめながら、
人のこころを刻む企業として、
一歩一歩着実に歩み続けます。

 〒153-0064  東京都目黒区下目黒2-23-18
 TEL. 03-3492-0271
 FAX. 03-3490-1019

ロウタスユニ

かんらん岩

パラクロス

アゴスW トライアン

ビーハイブS

ビーハイブ

六脚ブロック



Wave & Beach　57

本社　〒 112-0012  東京都文京区大塚 3-5-9 （住友成泉小石川ビル別館６階）
　　　TEL 03-5981-8691　FAX 03-5981-8692

北海道支店 T E L  0 1 1 - 8 6 0 - 8 3 3 3
東 北 支 店 T E L  0 2 2 - 2 1 7 - 2 1 6 7

東 京 支 店 T E L  0 3 - 5 9 8 1 - 8 6 9 3
大 阪 支 店 T E L  0 6 - 6 3 0 7 - 2 6 3 0
福 岡 支 店 T E L  0 9 2 - 4 8 1 - 7 3 6 3
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